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総 合 計 画 基 本 構 想 審 査 特 別 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年１０月１２日（火）　午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　　午後　３時１３分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 三好義治  副委員長 森内一蔵  委　　員 村上英明
委　　員 野原　修  委　　員 木村勝彦  委　　員 嶋野浩一朗
委　　員 野口　博

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
市長公室長　羽原　修 同部次長　山本和憲 政策推進課長　山口　猛
総務部長　有山　泉 同部次長兼財政課長　北野人士

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局参事　池上　彰

１．案件
議案第５８号　摂津市総合計画基本構想について議会の議決を求める件

－1－



（午前１０時　開会）

○三好義治委員長　おはようございます。

　ただいまから、総合計画基本構想審査

特別委員会を開会します。

　まず、理事者からあいさつを受けるこ

とにします。

　市長。

○森山市長　おはようございます。

　きょうは、お忙しい中、とりわけスポー

ツ、文化の秋ということで、何かと行事

の多い中、特別委員会をお持ちいただき

まして、大変ありがとうございます。

　いよいよ第４次の総合計画がスタート

いたしますが、それに先立ってのご審議

をいただくわけでございますが、ご案内

のごとく、過去３回の総合計画につきま

しては、担当の職員といいますか、そし

て外部の専門職等々を中心に素案づくり

をしてきた経緯がございますが、今回か

ら公募によります市民参加、そして、担

当だけではなく職員総がかりという手法

をとらせていただきました。

　期間につきましても、１５年ではなく、

この１０年ということで方向を探ろうと

いうになりました。

　そういったことで、第４次総合計画、

これからの１０年間のまちづくりを占う

上で大変大事なテーマでございます。こ

の総合計画、しっかりとまちづくりに定

着しまして、厳しい社会情勢の中ではあ

りますが、このまちがしっかりと歩める

べく、我々も取り組んでいかなくてはな

らないと思っております。皆さん方には

どうか慎重ご審議を賜りまして、何とぞ

ご承認賜りますよう、よろしくお願いい

たします。

　私は、一たん退席いたしますけれども、

どうぞよろしくお願いします。

○三好義治委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、野原委

員を指名します。

　審査の進め方につきましては、まず、

本件全般にわたっての補足説明を受けた

後、序論及び基本構想の第１章から第２

章を審査し、次に、基本構想の第３章第

１節から第４節までの審査を行い、次に、

第３章第５節から第７節まで、及び第４

章を審査したいと思います。

　これに異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　異議なしと認め、そ

のように進めさせていただきます。

　暫時休憩します。

（午前１０時３分　休憩）

（午前１０時４分　再開）

○三好義治委員長　再開いたします。

　これより、議案第５８号の審査を行い

ます。補足説明を求めます。

　市長公室長。

○羽原市長公室長　それでは、議案第５

８号、摂津市総合計画基本構想について、

議会の議決を求める件につきまして、提

案内容の補足説明を申し上げます。

　今回上程しました総合計画基本構想は、

平成８年に策定した第３次の総合計画の

計画期間が本年度末をもって終了するこ

とから、新たに基本構想を策定し、地方

自治法第２条第４項の規定に基づき、議

会の議決を求めるものでございます。

　本市では、総合計画に基づき、今日ま

でさまざまな政策、施策の推進に取り組

んできたところでございますが、第３次

総合計画策定以後の社会経済状況は、殊

に近年、急激に変化しており、経済のグ

ローバル化と世界同時不況、少子・高齢

化社会の急速な進展と、それに伴う人口

減少社会の到来、価値観の多様化・個別

化に伴う社会問題の複雑化、地方分権の

進展など、現計画策定時には想定しがた
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いさまざまな変化が生じております。

　とりわけ、戦後の経済成長に支えられ、

人口も予算規模も右肩上がりに拡大を続

ける時代は終焉を迎える一方、急速に進

む地方分権改革の流れの中で、地方自治

体は、自己決定、自己責任の原則に基づ

き、みずから政策を立案し、地域特性を

生かしたまちづくりを進めることが必要

となってきております。

　また、都市社会の成熟化の一方で、地

域社会における孤独化ということも課題

となってきております。人と人とのつな

がりが希薄化することにより、地域課題

や社会問題が一層複雑、多様化しており、

このような中にあって、どのようにつな

がりを再生し、保ち、さらには広げてい

くのかといったことを初め、各分野にお

いてさまざまな課題が新たに生じてきて

おります。

　これらさまざまな課題や環境変化に迅

速かつ的確に対応していくためには、市

民を初め、摂津市にかかわる事業者や各

団体等の主体的な活動と協働によるまち

づくりを進めていくことが必要不可欠で

あり、本構想においては、協働によるま

ちづくりを大きな柱として、まちづくり

の理念、摂津市の将来像、方向性、目標

などをお示しし、将来を見据えた新たな

総合計画を策定するものでございます。

　今回の総合計画の策定に当たりまして

は、市民参加を重要な課題と位置づけた

ところでございまして、まちづくりに関

する市民意識調査等のアンケート調査の

ほか、公募市民２２名で構成する摂津市

まちづくり市民会議を開催し、平成２１

年９月には市民会議提言書として貴重な

ご意見、ご提案を取りまとめていただき

ました。

　この提言書では、２０項目に及ぶ施策

提言がなされるとともに、一律的な行政

主導の施策では、実情に応じたきめ細か

い対応が困難になってきていることから、

市民と行政の役割について見直し、市民

が積極的にまちづくりに参画し、それを

積極的に支援する行政と相まって、協働

できるシステムづくりが課題であるとさ

れ、今後のまちづくりのキーワードとし

て、協働を提言いただいたところでござ

います。

　また、庁内においては、職員総がかり

を合い言葉に、これまで課長代理級以下

の若手職員で構成する実務担当者会、次

長・課長級職員で構成する幹事会、市長

を初め特別職・部長級職員で構成する総

合計画策定委員会等を開催し、さまざま

な角度から検討を行ってまいりました。

　以上のような経過を経て、摂津市総合

計画原案を策定し、平成２１年１１月１

６日付で総合計画審議会に諮問をいたし

ました。

　総合計画審議会は、本年７月２３日ま

で合計１０回にわたって開催され、慎重

な審議の結果、平成２２年７月２９日付

にて審議会会長から市長に答申が出され

たところであり、今回、この答申を踏ま

えて基本構想（案）を上程させていただ

いた次第でございます。

　それでは、基本構想の概要についてご

説明を申し上げます。

　まず１ページ、序論の第１節では、総

合計画策定の趣旨を、近年の社会経済状

況の変化や地方分権の進展などに的確に

対応するまちづくりを進めていくため、

摂津市の将来像、方向性、目標を示すも

のとしております。

　第２節では、総合計画の目的と役割と

して、市のすべての計画、業務の基本と

なるまちづくりの指針であり、かつ、協

働のまちづくりを進める指針として位置

づけており、協働のあり方を、将来像の
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実現に向けて、市民、事業者、行政など、

摂津市にかかわるみんなが主体性をもっ

て、互いの特性を尊重しながら、共通の

目標を達成するために対等な立場で連携・

協力するものといたしております。

　２ページ、第３節では、本計画の構成

として本市の将来像を明らかにし、それ

を達成するための目標と政策を示す基本

構想と、この基本構想に基づき、具体的

な施策の目標と取り組み内容を示す基本

計画、基本計画の施策を具体的にどのよ

うに実施していくのかを示す実施計画に

より構成すると定めております。

　また、計画期間は、平成２３年度から

平成３２年度までの１０年間としており

ますが、社会経済状況などの変化により、

策定時の状況と著しい差異が生じた場合

には、必要に応じて修正や見直しを行う

とともに、平成２７年度までの活動状況

等により、基本計画の中間評価の検証を

行うものとしております。

　計画の進行管理につきましては、施策

に関する評価指標を設定し、行政評価シ

ステムと連動した進行管理を行う予定で

す。

　３ページから１０ページにかけての第

４節では、総合計画策定の背景となる時

代潮流について。

　１、経済低成長、成熟化の時代では、

我が国の経済が依然として厳しい状況に

あり、その中で深刻化している雇用不安

の解消や格差対策が求められていること。

　２、少子・高齢化の時代では、平成１

７年以降、我が国の人口は減少経国に生

じ、平成２５年には４人に１人が６５歳

以上の超高齢社会の到来が予想されてお

り、さまざまな分野で方策の転換や再構

築が求められていること。

　３、環境共生の時代では、近年、地球

温暖化等の問題が顕在化しており、地球

環境を保全しながらまちづくりを行って

いくことが求められていること。

　４、安全・安心の時代では、地震など

の自然災害、多様化する犯罪、健康不安

の増大などへの対策を講じ、安全・安心

を確保することが求められていること。

　５、情報通信技術の時代では、情報通

信技術の高度化により、インターネット

の活用が拡大しており、地方自治法にお

いても電子自治体化の取り組みが進めら

れているが、一方で個人情報保護や情報

セキュリティ対策が求められていること。

　６、グローバル化の時代では、情報・

通信技術等の進展により、人・物・金が

世界規模で行き交う時代となり、経済活

動のみならず環境や医療、福祉等の分野

の課題も世界規模で認識されているよう

になっているとともに、幅広く人的交流

が進んでおり、多様な価値を認め合う社

会づくりが求められていること。

　７、地方分権の時代では、地方自治体

は自立性の高いまちづくりを求められて

おり、そのためには市民と行政が対等な

立場で目標を共有し、役割を果たすこと

が必要であり、そのための仕組みづくり

が求められていることという、七つの観

点から、時代の変化を説明しております。

　次に、１１ページから１９ページにか

けては、摂津市の現状についての記述で、

まず人口構造について分析しており、本

市でも高齢化の傾向にあることが明らか

となっております。

　また、将来人口については、さまざま

な人口変動要因を考慮に入れながら推計

した結果、本計画の目標年次である平成

３２年度の人口は８万人と想定しており

ます。ただし、これはあくまで現時点で

の推計であり、今後さまざまな施策を展

開することで、多くの人から、住みやす

い、働きやすいまちとして評価されるこ
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とにより、大きく変わるものと考えてお

ります。

　そのほか、都市構造については、都市

計画用途地域図、鉄道及びバス路線図、

認定道路路線図、河川水路網図により、

産業構造については、事業所数及び事業

者数の構成比グラフにより、財政状況に

ついては、経常収支比率の推移等により、

本市の現状を記しております。

　次に、２０ページ、２１ページは、ま

ちづくりの課題を、１、協働のまちづく

りの実践を積み重ねていくこと。２、さ

まざまな危機に対応し、安心して生活や

活動ができること。３、地域から、地球

環境をよくすること。４、あらゆる立場

の人が安心して暮らせるよう、地域で支

え合うこと。５、みんなで子どもを育み、

だれもが生涯を通じて学び、成長できる

こと。６、産業都市の特徴をまちづくり

に生かすこと。７、質の高い行政経営を

実現することの７点に整理をいたしてお

ります。

　次に、２２ページ、基本構想の第１章、

まちづくりの理念では、まちづくりを進

めていく上で共有すべき理念として、摂

津市民憲章のほか、六つの都市宣言と思

いやり、奉仕、感謝、あいさつ、節約の

五つの心を大切にする人づくりとしての

人間基礎教育の考え方をお示しをいたし

ております。

　２６ページ、第２章。目指す将来像で

は、本市の将来像をみんなが育むつなが

りのまち　摂津、と設定しております。

これは、摂津市にかかわるさまざまな主

体が目標を共有し、行動し、力を合わせ

ることで、住み続けたいと思える元気で

ほっとする温かいまちに育てていこうと

いう思いが込められたもので、その将来

像を実現するための基本姿勢を、１、住

み続けたいまちをつくります。２、安心

を実感できるまちをつくります。３、ま

ち育てという新しい発想で取り組みます。

４、摂津らしさ、強みを生かします。の

四つにまとめております。

　２８ページ、まちづくりの目標では、

目指す将来像を実現するため、１、市民

が元気に活動するまち。２、みんなが安

全で快適に暮らせるまち。３、みどりう

るおう環境を大切にするまち。４、暮ら

しにやさしく、笑顔があふれるまち。５、

誰もが学び、成長できるまち。６、活力

ある産業のまち。７、計画を実現する行

政経営、の七つをまちづくりの目標とし

て設定いたしております。

　次に、３０ページから３６ページまで

の第３章、まちづくりの目標を実現する

政策では、今ご説明いたしました七つの

まちづくりの目標ごとに、基本計画にお

ける各施策の大きな方向性を１４の政策

として示しております。

　まず、第１節では、市民が元気に活動

するまちを実現するため、市民と行政が

それぞれの役割を明確にして、協働によ

る多様な事業の展開や政策形成過程への

市民参画を促進することなどにより、市

民が活躍するまちにしますという政策を

推進することとしております。

　第２節では、みんなが安全で快適に暮

らせるまちを実現するため、政策１、都

市基盤を整備し、安全で安心して暮らせ

るまちにしますでは、良好な土地利用を

図るとともに、連立の推進、公共交通の

利便性の向上などを図り、政策２、生命・

財産を守り、安心して快適に暮らせるま

ちにしますでは、住宅のバリアフリー化、

耐震化を進めるとともに、犯罪を減らし、

災害に強いまちづくりを進めていくこと

としております。

　第３節では、みどりうるおう環境を大

切にするまちを実現するため、政策１、
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地球にやさしく美しい住みよいまちにし

ますでは、地球温暖化対策や循環型社会

の形成を促進し、政策２、自然豊かな憩

い、安らぐまちにしますでは、河川や水

量を魅力的な空間として保全し、積極的

に活用するとともに、緑化を推進し、公

園・緑地を多機能で魅力ある空間として

整備・充実を図ることとしております。

　第４節では、暮らしにやさしく笑顔が

あふれるまちを実現するため、政策１、

平和と人権を大切にするまちにしますで

は、あらゆる偏見や差別を解消し、市民

一人一人がかけがえのない存在として尊

重されるよう、啓発活動等を推進し、政

策２、男女共同参画社会を実現するまち

にしますでは、男女の差別なく、元気に

活躍できる社会を実現するため、啓発活

動等に取り組むとともに、市民活動の支

援等を行います。

　また、政策３、だれもが安心していき

いきと暮らすことができるまちにします

では、市民が住みなれた家庭や地域の中

で安心して暮らすことができるよう、相

談や情報提供の充実、適切なサービスの

提供を図るとともに、医療・保健体制、

健康問題に関する危機管理の強化を図る

こととしております。

　第５節では、誰もが学び成長できるま

ちを実現するため、政策１、生涯学習を

通じて、心豊かなうるおいと安らぎを感

じるまちにしますでは、学習機会や情報

提供の充実、学習環境の整備を図るとと

もに、活動機会の拡充を図り。

　政策２、自ら学び、自ら考えることの

できる子どもを育むまちにしますでは、

就学前から発達段階に応じたきめ細かな

教育を行い、支援教育の強化や地域との

連携等を図ります。

　また、政策３、文化・スポーツを通じ

て、市民が元気なまちにしますでは、市

民による文化交流活動を支援するととも

に、環境の整備を図ることにより、スポー

ツを振興し、文化財などの保存・継承を

図ることとしております。

　第６節では、活力ある産業のまちを実

現するため、政策１、産業を支え、活力

のあるまちにしますでは、商工業の経営

基盤の強化、事業者の交流、人材の育成

等を図り、政策２、勤労者を守り、いき

いきと働くことができるまちにしますで

は、就労支援に向けた情報提供や相談事

業などの取り組みを行うこととしており

ます。

　第７節では、計画を実現する行政経営

を実現するため、市民の視点に立った質

の高い行政経営を行いますとして、あら

ゆる分野での協働の推進や情報通信技術

の活用、職員の人材育成、健全な財政運

用に努めることとしております。

　最後に、３７ページ、第４章、計画の

推進に向けてでございますが、本計画に

示されたまちづくりの目標を達成するた

めには、本計画に一貫して流れる協働に

よる計画の推進が大変重要でございます。

　そのことから、ここでは協働社会への

転換を図ること。そして、摂津市が目指

す協働の姿を示すとともに、協働を実現

するための市民・事業者・行政、それぞ

れの役割を明確にしております。

　まず、市民の役割といたしましては、

１、市政に関心を持ち、市政に参画する

こと。２、個人・家庭でできることを実

践すること。３、様々な人たちと力を合

わせて行動することの３点に整理をいた

しております。

　次に、事業者の役割といたしましては、

１、摂津市の一員として市の事業に参加、

協力すること。２、事業者に求められて

いる役割、責任を果たすこと。３、市民

や様々な団体などと協力して、地域をよ
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り良くすることの３点に整理をいたして

おります。

　行政の役割といたしましては、１、行

政経営を持続可能なものとすること。２、

摂津市に関わる情報を生かすこと。３、

協働のコーディネートをすること。４、

協働を進める職員を育てることの４点に

整理をいたしております。

　最後に、協働による計画の進行管理に

ついてでございますが、まず、あらゆる

分野における協働をこれまで以上に推進

し、実績を積み上げるとともに、計画に

おける協働の進行状況についても、とも

に点検・評価し、わかりやすく公表する

仕組みを構築することといたしているも

のでございます。

　以上、簡単ではございますが、議案第

５８号、摂津市総合計画基本構想につい

て議会の議決を求める件につきまして補

足説明とさせていただきます。

○三好義治委員長　説明が終わりました。

　これより、序論及び基本構想第１章か

ら第２章までに対する質疑に入ります。

　野原委員。

○野原修委員　摂津市総合計画基本構想

について、時代の変革に伴い総合計画が

見直されていくことは、非常に重要なこ

とだと考えております。時代の潮流の流

れの早さ、１０年計画に期間を改めると

ともに、中間評価もされることで、予算

とも連動し、絵にかいたもちにならない

計画推進を望むものであります。

　７点質問させていただきます。

　まず、１ページにあります序論の第２

節の２で、協働のまちづくりを進める指

針とされております。この下段に、摂津

市が目指す協働の姿というのがあります

が、目指す将来像の実現に向けて、市民・

事業者・行政など、摂津市にかかわるみ

んなが主体性を持って、互いの特性を尊

重しながら、共通の目標を達成するため

に、対等な立場で連携、協力しますとさ

れております。この市民協働について質

問させていただきます。

　まず、議案参考資料３ページで市民が

活躍するまちにしますとありますが、実

現している姿を確認する指標として、地

域コミュニティー組織の事業数、自治会

加入率、ＮＰＯ団体数、市民ルーム利用

率、市立集会所の利用率の５点が上げら

れております。

　また、基本構想の１０ページでは、新

しい公共空間のイメージ図が掲げられて

おります。このイメージ図では、地域協

働だけが取り上げられており、本市にお

ける市民協働の概念が一定ではないとい

う感じを強く持ちます。この点の整合性

はどう図られているのかお聞かせくださ

い。

　２点目に、資料３ページに市民協働に

おいて５点上げられている指数ですが、

対象はそれぞれ別々の組織であり、また、

行政側の担当組織もばらばらの部局であ

りますが、これらの市役所内部連携を図

ることは非常に難しいと考えますが、ど

のように考えられておるのかお聞かせく

ださい。

　また、新総合計画にあわせて機構改革

もされると聞いていますが、市民協働に

ついての新組織について、どのように考

えられているのかお聞かせください。

　３点目に地域組織、コミュニティー組

織と同じ志向のものが集まるアソシエー

組織とは、そもそも目的が別であり、そ

れぞれの市民協働を行政全体の調和の中

でどう図っていこうとされているのか。

基本構想の中からでは、市の考え方が伝

わってこないように思いますが、そこの

ところの考えをお聞かせください。

　４番目として、１２ページの摂津市の
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現状の（２）将来人口について質問しま

す。

　まず、８万人の人口設定について、南

千里丘開発における人口増や吹田操車場

跡地についての住居系の開発と聞いてい

ますが、推計の中でどのように見込んで

おられるのかお尋ねします。

　２点目に、人口は私は都市の隆盛のバ

ロメーターであると考えております。も

し、８万人に人口が減る想定なら、人口

を現状にとどめる方策の工夫が要ると思

うのでありますが、魅力あるまちづくり

を協働で進めていくとある本文には、議

案参考資料では、具体的な施策をあげて

おられないと思いますが、どのようなお

考えをお持ちかお聞かせください。

　５点目。２１ページのまちづくりの課

題７、質の高い行政経営を実現すること

と書かれておりますが、今後において協

働により公共サービスの質を高めていく

ことが必要でありますが、言葉としては

理解できるし、職員の資質向上も理解で

きますが、協働の定義があいまいで理解

しにくいものとなっているのではないで

しょうか。協働により高められる行政サー

ビスとは、どのような状態を指すのかお

聞かせください。

　６番目に、２２ページからの基本構想

について、森山市長の下でつくられる第

４次総合計画であり、人間基礎教育は私

も推進を望んでおり、基本構想の中でもっ

と強い書き込みをする必要があるのでは

ないかと思います。この点についてお聞

かせください。

　７番目。基本構想全体を協働という言

葉で書かれているのは、統一的な書き方

で理解はできますが、摂津の将来像がそ

のことにより１０年後にどのようになっ

ているのか、どのようなまちを目指すの

か、全体イメージが薄まっているような

気がしてなりません。この点について、

お考えがあるようでしたらお聞かせくだ

さい。

　以上、７点、１回目終わります。

○三好義治委員長　答弁を求めます。

　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、野原委

員のご質問にお答えいたします。

　まず１点目、協働のまちづくり、摂津

市が目指す協働の姿ということにつきま

して、新しい公共空間、これに伴いまし

て、地域協働ということと本市の協働と

いうことについての問いでございました

けれども、基本構想の序論の１０ページ

に示しております地方分権の時代の中の

新しい公共空間のイメージ図のほうをご

らんいただきたいと思いますけれども、

この中では、もともと公共サービスとい

うものは、行政が提供するものというふ

うな意識が我々行政にもありましたし、

市民の皆さんにもあったと思います。

　ところが、いろんな社会経済状況の変

化等、また、市民のニーズの多様化等を

経まして、公共サービスというものと行

政のサービスというものが、もともとは

大体ニアリーイコールだったものが、だ

んだん公共サービスが膨らんできて、一

方、行政が提供できるサービスというも

のがだんだん縮小していくと。いわゆる、

経営資源でありますとか財政難でありま

すとか、こういうことから相対的に小さ

くなってきたということから、新しい公

共空間を創出し、ここをアウトソーシン

グと、あと地域協働ということで、その

新しい公共空間をつくっていく必要があ

るということを示したものでございます。

　これと、市の目指す協働の姿というこ

とは、これは何も違ったものではなくて、

本市におきましても新しい公共空間、い

わゆる公共サービスと行政が特化して担
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うべきとすることとの差。差といいます

か、間の領域については、新しい公共空

間において、市民の皆さん、また、自治

を担うすべての主体の方々との協働によ

り、この公共空間を新たに担っていきた

いというふうに考えておるところでござ

います。

　それから、基本計画のほうの市民活動

が活発なまちにしますというところでの

指標を５点示しております。これにつき

ましては、今現在、基本計画のほうにつ

きましては、策定過程ということもござ

いまして、今後この特別委員会の審議等

を踏まえて、また適切な指標があれば、

そちらに修正等もしていきたいと考えて

おりますけれども、指標が市民ルームで

ありますとか、集会所、自治会、ＮＰＯ

ということで、役所内で部署が分かれて

いるということについての整合はどう図

るのですかというふうなことだったと思

うんですけれども、これにつきましては、

実際今の組織で言いましたら、総務防災

課なり自治振興課、それから市民活動支

援課ということも絡んでこようかと思い

ますけれども、これはあくまでも役所の

組織としては、課は別でございますけれ

ども、この施策を推進するに当たっては、

もちろんその課、これは縦割りではなく

て、総合計画の基本計画の策定におきま

しても、きっちりと連絡調整をしながら

取り組んできたということですので、こ

の分についてはしっかりと内部で調整が

できるものというふうに考えております。

　それから、機構改革が今現在考えられ

ているけれども、協働について、新組織

について発足させるのかどうかというふ

うなことかと思うんですけれども、これ

についての考えはということにつきまし

てですけれども、協働ということにつき

ましては、特に一つの特化した課をつく

るということは考えておりません。

　現在、市民活動支援課、ことしの７月

に発足させましたけれども、これとて、

あくまで市民活動を支援するということ

でございますので、いわゆる協働するに

当たっては、そういう市民活動団体の方々

が育っていっていただくと。その方々と

できることから始めましょうということ

ですから、これは役所すべの部署にかか

わって協働ということ。

　もちろん行政が、行政の責任としてや

らなければならないことはございますけ

れども、できるだけこれは特に市民生活

等に一番密着したところにおいては、市

民の参画を得るということからして、す

べての課に属することと考えております

ので、特にそれだけを担うような課をつ

くろうという考えはございません。

　それから、ちょっと飛ぶかもしれませ

んが、人口についてでございます。８万

人について、南千里丘と吹田操車場跡地

ですけれども、吹田操車場跡地の開発の

増の要因、これをどのように見込んだの

かということであったかと思いますけれ

ども、これにつきましては、まず、市外

からの転入者の割合というのを平成２０

年の実績からはじきだした結果、６２％

が大体市外からの転入者ということで見

込んでおります。

　それで、大体主にマンションですけれ

ども、マンションをファミリー層向けの

マンション、それから高齢者用に分類い

たしまして、世帯当たりの人数に世帯数

を掛けまして、人数をはじき出しており

ます。

　それで大体、吹田操車場の分としまし

ては、ファミリー向けで１，２００名余

り、それから南千里丘の分としまして、

２，５００弱というぐらいの流入人口が

あるというふうに見込んでおります。合
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計、大体３，６００程度の人口増になる

のではないかというふうに見込んでおり

ます。

　それから、８万人という見込みという

ことでございますけれども、人口が減る

であろうということではございますけれ

ども、先ほど補足説明にもありましたと

おり、何もこれにつきましては減るとい

う目標ではなくて、あくまで見込みでご

ざいますので、この分につきましては摂

津市の魅力あるまちづくり、それから、

市民の皆さんと協働で進めていくという

ことがアピールできていけば、摂津市の

魅力等を発掘して、それに地域特性を加

えて、そういうまちづくりを市民協働で

していけば、摂津市の魅力も高まってい

くのではないかということで、なるたけ

人口減少ということは食いとめていきた

いというふうには考えております。

　ただ、一つの施策、これとこれで人口

減少が止まりますよというふうなことは

一概には言えませんので、相対的に総合

力として摂津市の魅力を高めていきたい

というふうに考えてございます。

　それから、質の高い行政経営というと

ころで、協働により高められる行政サー

ビスとはというふうなお問いであったか

と思いますけれども、協働することによっ

て行政のサービスが、質が高くなると。

行政サービスそのものというよりか、先

ほども申しましたけども、公共サービス

というふうなことで申しますと、担い手

がそれだけふえるということですから、

多様な主体がまちづくりにかかわるとい

うことで、いろんなサービスがやっぱり

多面的に展開されるのではないかという

ふうには思います。

　行政だけが公共サービス、行政サービ

スを担うということよりも、いろんな方

が、いろんな立場でできることをやって

いただくということから、選択肢もふえ

ようかと思いますし、行政だけで考える

よりか、行政サービスというものがより

よいものになっていくのではないかとい

うふうに考えております。

　それから、まちづくりの理念のところ

で、人間基礎教育をもっとアピールして

はどうかということでございますけれど

も、基本構想の中にも書いておりますと

おり、もちろんまちづくりの基本理念と

しまして市民憲章、これは非常に重要な

ものでございます。

　また、議会の議決を経て定められた都

市宣言、これも今後まちづくりにとって

は非常に重要なものと考えております。

　ただ、この中で書いておりますとおり、

人間基礎教育につきましては、これら今

後まちづくりをしていく上での礎となる

ものではないかというふうに考えており

ますので、ここにすべてのまちづくりの

やっぱり一番、まちづくりにかかわるの

は人ということで、人にかかわることと

いうことで、この部分については理念の

中で礎というふうに出ておりますので、

これは重々、重要であるというふうに考

えております。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　将来イメージのと

ころのご質問にご答弁申し上げます。

　将来的にどのようなイメージを想定し

ているかということでございますが、抽

象的な答弁になるかもわかりませんが、

基本構想の１０ページ、先ほど山口課長

がご説明しました、新しい公共空間のイ

メージ図を見ていただきますと、行政、

公共、市民・企業と言うようなイメージ

図になっておりますが、以前であれば行

政と公共がほぼ一つの丸に近い状態であっ

たというようなことが言えると思います。

　しかし近年、市民サービスの多種多様
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化に向けて、我々、行政と公共のエリア

が少しこの絵のように広がりが、公共の

エリアに広がりが出ているということが

言えることになると思います。

　そのことによりまして、アウトソーシ

ングを実施したり、これから我々として、

特に求めて双方、市民、事業者、行政で

つくり得ていきたい地域協働というエリ

アをより広げていきたいというふうに考

えております。

　イメージ図といたしましては、地域協

働のエリアがより広がっていき、質の高

い行政サービスにつながっていけばとい

うようなことを考えております。

　機構改革と調和に関してでございます

が、今、政策推進課といたしまして、機

構改革を議論しているということは、現

時点で議論をいたしております。

　総合計画の策定に当たり、できれば来

年４月に機構改革をということで、事務

担としては、今、事務を進めているよう

な状況でございます。

　特に、協働のエリアに関する機構でご

ざいますが、アソシエーションとおっしゃっ

たエリアと協働の調和でございますが、

このあたり、機構を考えるに際して、各

市いろいろな考え方がございます。市に

よりましては、ＮＰＯさんなり地域活動

を担当する課と、自治会を担当する課が、

課として同じような行政もございます。

しかし、そこのエリアを分けて市政運営

をしている市もございます。

　我々といたしましては、現時点、双方

のところを議論し、最終結論が出た段階

で、また皆様方にお示しをしていきたい

というふうに考えております。

　ただ、今の市の機構でまいりますと、

協働なり自治会の事務局を考える部とい

たしましては、生活環境部が一つのエリ

アになろうかなというふうに考えており

ますが、課として共通の課でいくのか、

また分けていくのかは、今、議論の真っ

最中というような状況でございます。

○三好義治委員長　野原委員。

○野原修委員　協働という形で新しい取

り組みということで、言われることは、

ある一定理解するんですけど、これを進

めていく中での仕掛けなりそういう方向

性というのが、いまいち今の説明をお聞

きしてても、私自身はちょっと理解でき

ないんで、もう一度そこのところを理解

させてほしいと思うんですけど。

　今お示しいただいた新しい公共空間と

いう形のところで、今までそういったこ

とを担っていた役所いう形をいろんな形

で、地域とか、またいろんな形にそうい

う方々を中に巻き込んだ中で、よりきめ

細かい公共サービスをしていくと言われ

る形はわかるんですけど、それだったら

そういう仕掛けとか、どこがそういうリー

ダー的。先ほどのお答えでもあったんで

すけど、責任の持つポジションがなくて

そういうことをやっていくというのは、

非常に難しいんではないかなと思うんで

すけど。例えば、新しい組織を今つくる

ようなことされないで、今後どういう形

でそれを進めていかれるのか。そういう

ことをお聞きしたいのと、今、ご説明あ

りました、やっぱりアソシエーションと

いうのは、同じ志向を持つ、例えば今言

われたＮＰＯとか体協とか、ＪＣとかラ

イオンズ、ロータリーと、また自治会と、

そういう形で今、中での各部署でもそれ

ぞれ対応の仕方が違うと。そういう中で、

今までも水平連携という形の取り組みを

機構改革の中でいろいろな形で取り組ま

れてたんですけど、最終的に庁内で今の

南千里丘の開発にしても、いろんな開発

をする中で、将来そこの後の守りをする

のは、どこの課が守りをするか。その辺
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のやっぱり情報交換というのか、その辺

がまだなされてないというのが今の現状

であって、これからそういう方を解消し

て、そういう密になった少ない人数の中

で、そういう形のものをもっと水平連携

をもって、みんなが二役、三役担えるよ

うな形の組織をこれからつくっていった

形で、新しい公共サービスという形を考

えておられるとは思うんですけど、その

辺の考え方をもう一度、お聞かせいただ

きたいと思います。

　それと、将来人口に関してであります

が、今、南千里丘で２，５００名、吹操

跡地で１，２００名というような予測が

なされるというような形がありましたが、

今、大阪市とか岸和田、豊中でも過去や

られてた、大阪市では今やられてるんで

すけど、新婚家庭家賃助成制度とか、ま

だ全国的にはそれほど取り組んでないん

ですけど、就学時に移動するときの住宅

の狭いのを是正する、そういう開発規制

など、これは具体的なあれになってくる

のかもわかりませんが、そういう形によっ

て、今、やっぱり人口推移見ても、若い

層がなかなかそこで定着してもらえると

いう形のことが少ないかと思うんですけ

ど、そういう施策は今後考えられるのか。

　また、その施策を打っているうちに、

これは総合的になってくると思うんです

けど、やっぱり摂津に住んでてよかった、

摂津に住みたいというようなことをテス

ト期間みたいな形でそこに居住してもらっ

て、ずっと永住してもらえるような、そ

ういう施策が将来人口のいわゆる一応安

定につながってくるというような形に考

えるんですが。

　それと、これはまた次の形になったら、

それは精査していただきたいんですけど、

やっぱりこれから６５歳以上、また２０

２５年には７５歳以上の高齢社会になる

ときのやっぱり生涯学習なり、そういう

高齢者に対しての生きがいを見つけれる

ような、そういう具体的な施策をどうい

う形で進めて、将来人口の形で、本当に

住んでてよかったと、安心して住めると

うような、そういう形を考えたまちづく

りを全体で、これから、これは１０年ス

パンでやって５年ずつ見直してという形

で、その辺がタイムリーでスピード感を

持たれるような形のまちづくりを総計で

つくられていると思うんですけど、その

辺のお考えをもう一度お聞かせいただき

たいと思います。

　質の高い行政サービスというのは、こ

れも先ほどご説明していただきました、

新しい公共空間のところとダブるところ

がありますので、その辺で今言われるよ

うな職員のやっぱり資質の向上というと

ころで、今、ＯＪＴとか、過去いろんな

形で職員の研さんとかいろんな形はして

こられて、これからも進められるのかと

思いますが、その辺で今新しい職員の方

が入られてきた場合に、やっぱり摂津市

にまず愛着を持ってこられる。一番今、

摂津市の中で摂津市を好きだというのは、

多分、市長やと思うんです。その次は、

我々市会議員が、やっぱり摂津に対して

の愛着という形で、その次というのか、

それと同等に職員が、やっぱり摂津に対

する愛情という形のところを持たれたと

きに、新しい他市から採用されて来られ

た方が、摂津市の場所、例えば別府がど

こにある、八町がどこにある、それがど

こにあるというような、まず摂津市の全

土をきっちり把握された中で、また摂津

市の歴史・文化と、そういうものに対し

てどのぐらい愛着を持たれて、今、行政

に携わっておられるのか。その辺の仕掛

けというか、そういう教育はどういうふ

うになされているのか、お聞かせいただ
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きたいと思います。

　それと、人間基礎教育についてであり

ますが、これは６月１日にもらった案に

は、こういった形で一つの人間基礎教育

というのもそれぞれの宣言と同じような

形で、くくりとしてはあったんですけど、

今回のやつには、そういう形で一つのく

くりではなくて、文章の中に入っている

という形になっているんですけど、摂津

市らしいという形が、今それぞれ各都市

では都市宣言というのがなされていて、

それぞれの都市には特徴があるんですけ

ど、今、摂津市らしさというのを言えば、

やっぱり人間基礎教育。これは、やっぱ

りそこの中に思いやり、感謝、奉仕等、

この五つの心の中で、今やっぱり摂津市

が他市に誇れるというのか、全国でもそ

ういう摂津市の心の部分のところの人間

基礎教育、社会のルールという形のとこ

ろの部分もありますが、隣の顔が見えて、

それぞれの地域がそういう形で進んでい

ける。

　きのう、たまたま味舌小学校区の市民

体育祭に出ました。そのときにはＰＴＡ

の会長さんが、味舌地区ではあいさつ運

動をやっていると、そういうことを進め

ていくと。これは、まさに人間基礎教育

の今進めようとしている市民協働の本当

に具体的な施策が、そういう形で市民の

中で定着していると。

　そういう中で、この人間基礎教育をもっ

とそういう形の書き込みを強くしてやっ

ていく必要があるんではないかと思いま

すが、その辺のところのお考えをお聞か

せいただきたいと思います。

○三好義治委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、２回目

のご質問にお答えいたします。

　まず、協働ということの定義がもうひ

とつ不明確ということでございます。確

かに、今の段階で協働という言葉に対し

て、１０人おれば１０人の解釈はあろう

かと思います。

　本市としましては、協働ということを

前面に出して提示をさせていくのは今回

初めててございまして、もちろんこの言

葉、何も新しい言葉ではなくて、もう１

０年ほど前から言われている言葉でござ

います。

　ただ、本市としましては、これから歩

み始めるということでございますので、

定義につきましても、言葉の定義だけで

はいけないとは思うんですけれども、しっ

かりとですね。基本的には、目標と課題

を共有しましょうと。目標と課題を共有

した上で、実際に立場はいろんな立場の

方がおられます。また、その立場によっ

て活動の仕方も違うと思います。

　おのおの、立場も違うし活動も違うと、

動き方も違うと。ですから、何も同じ動

きをする必要はないわけでございますか

ら、そのあたりちょっと漢字でいいまし

たら、共同とか、協同組合の協同、協力

して同じ。それと、今回提唱しておりま

す協働という言葉、これの違いも含めて、

この間の８月２３日にも市民活動支援課、

人事課共催の職員研修で、協働について

ということを始めたところでございます。

　また、８月の研修そのものは、特別職、

それから管理職を対象にしておりました

けれども、今後、来年に向けて課長代理

級以下の職員につきましても研修をしま

して、何もこれは、協働はこんなんやで

ということを言うんでなくして、おのお

の協働というのはこういうものなんやな

と。立場も違うし、考え方も違うし、こ

ういう人らがやっぱりある程度高い位置

で、高い位置と言うたらちょっと語弊が

あるかもしれませんけれども、みんない

ろんな意見とかやり方の違う人が集まっ
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てきますので、そこを余り高いレベルで

共有することは非常に難しいですから、

基本的にこういう方向性、いわゆる緩や

かな連携というところで始めていこうと

いうふうなこと。このようなことを基本

認識としてできればいいかなということ

で、研修等でそのあたりは、職員につい

て、職員の中に協働の意識ということを

醸成していってもらいたいというふうに

考えております。

　どこがリーダーで主導するのかという

ことをおっしゃられたと思いますけれど

も、先ほど、特にこの部署でということ

は今検討中ということを申し上げたと思

いますけれども、主導というか、協働と

いう言葉そのものが、これは押しつけで

あってはあきませんし、ここの部署が協

働について主導と言ったらちょっと違う

んですけれども、生活環境部のほうで主

に全体的な調整をしていくというふうな

ことを申し上げましたけれども、課レベ

ルではどこが主導するというふうな問題

ではないのかなと。やっぱり、すべての

部署がおのおのの立場といいますか、仕

事の関連の中で、それをおのおのの形で

実践をしていくというふうなことになる

のではないかというふうに思います。

　それから、将来人口についてでござい

ますけれども、今後の定着、定住に向け

た施策ということで、例として住宅施策

みたいなこともおっしゃったと思います

けれども、なかなか住宅、いわゆる私財

産のほうについて規制をかけたりとか、

ある程度強制力を持たすことは非常に難

しいのかなというふうに考えております。

　また、高齢者の生きがい施策等も含め

まして、これはまた基本計画のほう、そ

れから実際の事業の中で、これは関係各

課と調整をしながら、早急に検討してい

きたいというふうに考えております。

　それから、人間基礎教育については、

６月については一つの囲みの中で表現を

されておった。それが実際に上程をした

議案の中では、前段の文章の中に溶け込

んでいるではないかというふうなことで

あったと思いますけれども、確かにもと

もと囲みで、市民憲章、それから都市宣

言の後にあったと思います。その前でし

た、あったと思いますけれども、先ほど

もちょっと申し上げましたけれども、人

間基礎教育でいいます五つの心というの

は、これは人の気持ち、心の問題でござ

いますので、まちづくりにかかわるとい

うことにつきましては、それはすべてやっ

ぱり人が基礎になると思います。

　野原委員がおっしゃったとおり、一番

大切といいますか、もちろんすべて大切

なんですけれども、人ということことに

着目しましたら、人を育成するというこ

とでは、これ当たり前のことではあるん

ですけれど、当たり前のことであるがゆ

えに、やっぱり心を持った人を育てるこ

とが大切ということで、すべて同じよう

な形で書くよりか、根底には、礎にはやっ

ぱりそういう心を持った人づくりが大切

ですよということで書かせていただいて

いるものでございますので、何もこのこ

とをもって弱まったというふうには私ど

も考えてはおりません。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　人材育成に関する

エリアのご質問にご答弁を申し上げます。

　委員ご指摘のように、職員として摂津

市をより好きになるようにという、どの

ような仕掛けをしていくのかということ

でございますが、今現在、新規職員の配

置につきましては、なるべく福祉のエリ

アであるとか教育のエリアであるとか、

現場があるといいますか、摂津市全域、

仕事として活動するに際して、摂津市の
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エリアがよりわかるような職場に配置す

るような努力をいたしております。

　それともう一点、１０年間の間に数か

所の職場の異動をさせるということを一

つの基本といたしまして、いろんなエリ

アを若手職員の時代に経験をさせ、いろ

んな経験を積み、役職になる準備をして、

役職になった際には、少なくとも摂津市

のどのエリアにどういう施設があり、ど

のような方がお住まいになるかというよ

うなことを身をもって体験するようなこ

とは、仕掛けとして実施をいたしており

ます。

　それと、協働への取り組みといたしま

して、現実には福祉のエリアであるとか

生涯学習のエリアであるとか、今でも職

員が民生委員さんであるとか自治会長さ

ん、また、教育委員会であれば各種団体

等々と一緒になっていろんな事業を展開

しているというような事実はございます。

　そのようなことを広めていくために、

ちょっと本日のエリア外かもわかりませ

んが、基本構想の３８ページに行政の役

④割の中の　として、職員としてすべての

職員が目指すべき姿といたしまして、そ

のような協働を定着させるために、創造

力やプロデュース能力、コミュニケーショ

ン能力を高める必要があるというような

課題も上げて、今後人材育成に取り組ん

でいきたいというふうに考えております。

○三好義治委員長　野原委員。

○野原修委員　再度、質問させていただ

きたいんですけど、山口課長のところで

今言われた、それぞれの立場、それぞれ

の行動が違う、それぞれがやっていく中

で、どういう形でやっていくというそこ

のそれぞれ思いがあって、それぞれそこ

の活動をやられてるんですけど、今一番

問題になっているのが、そういうとこと

連動して、それをどう結びつけるかとい

うのが、今それぞれの団体の悩ましいと

ころであって、同じ方向を向いてるんで

すけど、それが今、１足す１は２になっ

てない。これを３、４にしていくという

仕掛けのところで、方向性を同じくする

ものを結びつけて、それをまたこの役所

というか、公共のところとどう結びつけ

るかと、その辺のリーダーシップという

か、その辺の仕掛けが一番の、今後、協

働というところで課題になってこようか

と思うんですが、その辺のとこの、今、

私の理解力が悪くて、山口課長に丁寧に

説明していただいたんですけど、そこの

連動するとこの責任をとるとこというの

か、責任じゃなくてもそこをうまいこと

結びつける、それをどういう形で結びつ

ける部署、それをどうしかけていくかと

いうところをもう一度お聞かせいただき

たいと思います。

　それと、人間基礎教育のところですが、

ここのまちづくりの課題のところで、あ

らゆる地域資源を発掘、活用し、さまざ

まな試みを積極的に行い、実践を積み重

ねながら、摂津市らしい協働のあり方を

見出して共有していくというような書き

込みがあると思います。そういう中で、

地域での発掘ということになれば、やは

り地域に今根差している思いやりとか、

感謝とか、奉仕の心とか、そういうとこ

ろを最大限、人材を発掘することによっ

て地域コミュニティとかそういう形のと

ころで、その地域全体がお年寄りを見守っ

たり、また子どもを見守ったりという形

が成熟する、これは摂津市だからできる

と。今、８万３，０００ですか、その人

口やからできる。やっぱり吹田、茨木、

２０万、３０万都市ではできない。

　また、摂津市人間基礎教育というもの

を一つの柱として進んでいく中で、都市

基盤整備は若干おくれてるかもわかりま
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せんが、そういう心の部分、それはそう

いう形で、地域でそれぞれ弱者を見守っ

ていくという形の柱には、この人間基礎

教育というところの部分の、先ほど言わ

れたように押しつけはできないですけど、

看板は今あちこちに立ってますが、ここ

にこの総合計画もそうですが、初めに言

うた絵にかいたもちにならないような、

そういった仕掛けは今後ともしていかな

だめだと思うし、もう少し強くアピール

するところがあってもいいんじゃないか

と思うんですけど、再度そういったとこ

のお考えをお聞かせ願えましたらと思い

ます。

○三好義治委員長　羽原公室長。

○羽原市長公室長　３回目のご質問でご

ざいます。総括的に整理をしてご答弁を

差し上げたいと思います。

　まず、連携をどうするのかと、そのコ

ントロールをどうするかというご質問で

す。

　協働につきましては、単に行政と市民

の方、市民団体が一緒に何かやるという

ことでは多分なかろうというふうに私は

考えています。この基本構想の１ページ

目の一番下のところに、協働の姿という

ことで、まず市民、事業者、行政、摂津

市にかかわるいろんな方々が、まず主体

性を持っていただくこと、互いの特性を

尊重すること、共通の目標を掲げること、

対等な立場でともに動くことというふう

に規定をいたしております。単に、行政

がいろんな行政サービスを提供するに当

たりまして、その実施の過程に市民参画

をお願いすると。市民の方はぜひやって

くださいということだけでは多分なかろ

うというふうに思います。ですから、い

ろんな行政施策を計画し、実施し、点検

評価をし、改めてまた計画をし直すとい

うそういう諸過程の中に、行政だけでは

なくて市民の方の知恵もお貸しいただく、

力もお貸しいただく、場合によったらお

金を出していただくような場面があるか

もしれませんけど、そういう取り組み方

をしていくのが、これからの協働であろ

うというふうに考えております。

　そういうふうになりますと、そこには

一定のルールづくり、だれがどういう責

任をとるのか、行政の責任範囲はどこま

でなのか、市民団体さんの責任範囲はど

こまでなのか、それぞれいろんなことを

やっていきますと、情報の公開性とかい

うことのルールづくり、いろんなルール

づくりをする必要が出てくるかと思いま

す。そういうことを積み重ねた上で、恐

らく目指すべき協働のスタイルというの

が見えてくるんではないかなというふう

に思いますので、現在、私どもの方です

べてを手持ちに持っておるというわけで

はございません。

　各所管の方で、今、市民の御協力を得

ながら、いろんな事業を展開しておりま

す。それはそれで一定進めながら、片方

ではルールづくりの作業というものが必

要になろうかと思います。そのあたり少

し時間はかかりますけれども、取り組み

としてはやっていきたいですし、それぞ

れの所管の方で今持ってる知恵、ノウハ

ウ、問題点、一度情報として出してもら

いながら、情報交換の場、協議をする場、

これをつくっていきたいなと。そこで一

定整理をし協議をする中で、素案として

のルールを形成していきたい。それをま

た市民の方にも御議論いただきながら、

最終的には摂津型の協働の原則というも

のを、つくっていく必要があるのかなと

いうふうには考えております。

　それと、人間基礎教育の問題でござい

ますが、新しい公共という国の方での考

え方を見ますと、支え合いと活気がある

－16－



社会をつくるんだというふうなとらえ方

をしております。その中に、今現在の問

題点として、一人一人の国民が孤立化し

ている、自分のことしか考えない。社会

全体に対して自分が果たすべき役割とい

う気概がなくなってきてるんだというふ

うに危惧されておりますけども、そうい

うことは今、我々の社会の大きな問題で

あると。そのあたりを市長がとらえられ

て、人間基礎教育、人として当然やるべ

きことは大事なんだということを主張し

ておられるかというふうに思います。

　協働の取り組みということは、決して

それは無縁ではないわけですし、人と人、

市民と市民との関係です。市民と行政と

の関係です。行政と各種いろんな団体と

の関係をもう一度見直していき、その中

でお互いやるべきことを確認し合い、行

政はもちろん、自分自身を見直さないか

んわけですけど、そういうことを確認し

合い、本来あるべき姿をもう一度見詰め

ていこうという取り組みというふうに考

えておりますので、今回の総合計画につ

きましても、そういう点からのアプロー

チ、理解ということも一つ可能であるで

しょうし、そういう点からの進め方、取

り組みというのは今後とも必要になって

くるものというふうには考えております。

　ただ、記述といたしまして、これは随

分長いこと議論いたしましたし、審議会

でも御意見をちょうだいいたしましたけ

れども、やはり議会の議決をいただいた

都市宣言、市民憲章と市の取り組みとし

ての人間基礎教育を、なかなか同様には

記述しにくいなということもございまし

たんで、記述としてはこういう形になっ

ておりますけれども、取り組みの意とす

るところ、考え方、バックボーンとして

は、この全体の取り組みの中に人間基礎

教育の持っている考え方のエッセンスと

いうのはしっかりと位置づけられている

ものというふうには考えております。

○三好義治委員長　もういいですか。ほ

かに。

　村上委員。

○村上英明委員　それでは、今まで野原

委員の方からも、協働ということをさま

ざまな観点から質問がされました。

　そういう中で、冒頭に今回、この第４

次総計（案）を書かせていただくに当た

りまして、今まで現場の声をしっかり聞

いていこうという観点だと思いますけど

も、市民会議だとか、また各種調査、ま

たアンケート等々をとっていただいたと

いうふうに思いますし、また地区懇談会

も、人数の件はありましたけども開催を

していただきました。

　そしてまた、１０回だったでしょうか、

審議会もいろいろと出席していただく中

で、さまざまな角度から意見を出してい

ただいて、そして今回この総計ができた

というふうに思いますけども、そういう

御尽力をいただいた方々、職員の方々、

また市民の方々も含めて、改めてお礼を

申し上げたいなというふうに思います。

　そういう中で、今回の総計の中で序論

の分なんですけども、１ページの方でご

ざいますけども、２節の中で各分野、計

画との整合性を図っていくというような

ことも書いておられます。そういう中で

今、福祉の計画であったり、教育、また

子育て等々、いろいろと計画をつくって

おられますし、またそれぞれの年度も違

うという中で、そういうこの各計画との

整合性、どういう形で今後図っていかれ

るのかというお考えを１点目、お聞きし

たいと思います。

　それから、２ページでございますけど

も、この実施計画の中で本書とは別に、

いろいろと案を作成されるというような
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ことも書いておられます。この実施計画

につきまして、３年間の期間で示すもの

というふうに書いてありますけども、そ

の辺の概要がもしあれば、その１点、ちょっ

とお尋ねをしたいなと、そういうふうに

思います。

　それから、次でございますけども、２

ページでございます。この計画期間とい

うことで、１０年ということで今回はさ

れているということでございまして、こ

の中におきましても平成２７年度ですか、

５年経過した折には一定のこの活動状況

や達成度の検証を行うということもござ

います。そういう中で、どういう形でこ

の検証を行われるのか、そのときには審

議会に参加された方々の御意見を聞かれ

るとか、また市民の方々の意見を聞かれ

るとかいう形であるかと思いますけども、

どういう形でこの検証をされようとして

いるのかをお尋ねしたいと思います。

　それから、２ページのところで、この

進行管理というのが書いてあると思いま

す。そういう中で、この進行管理という

ことなんですけども、今この行政の評価

システムと連動した形での進行管理を行

うということが、この２ページの一番下

に書いてあると思います。そういう中で、

手続としましても数年前から連動したこ

の進行管理を行うということで取り組み

をされていると思いますけども、この後

の進行管理の考え方、要は公表をどうい

う形でするのか等々について、お尋ねを

したいと思います。

　先ほど野原委員の方からも質問ござい

ました１２ページですけども、人口の問

題ですね、質問もされ、またお答えもさ

れました。そういう中で、今回はコーホー

ト要因法を用いられてということであり

まして、この中には摂津市全体として、

平成３２年に８万人ということで示され

ておられますけども、例えばこれをされ

るのかどうかはちょっとわからないです

けども、例えばよく摂津市の安威川以南、

以北という形でいろいろと人口なり、ま

た公共施設等々、お話が出るわけでござ

いますけども、そういう以南、以北とか

いう形でその地域ごとにこの統計法を用

いられて、人口をもし出しておられれば

１点お尋ねしたいと思いますし、もしそ

れができていないということであれば、

その辺の市全体として出したお考えをお

尋ねしたいなとそういうふうに思います。

　先ほど、いろいろと協働ということが

出ております。この協働というものにつ

きましては、地域の課題解決について、

しっかりと行政として、また地域として、

また事業所として取り組んでいこうとい

うことであったと思いますけども、やは

り市民としてここまでは頑張っていこう

ということもあります。事業所としても

ここまでやっていこうと、また行政とし

てもここまでやっていこうということを、

それぞれ協働という中で取り組みをされ

ていると思いますけども、やはりその中

でどうしてもこの地域では解決ができな

い問題もあると思うんです。それも事業

所としても、また行政としてもだと思い

ますけども、そのあたりをどういう形で

お互いにできないところを補完していく

かというのが必要かなと思うんですけど

も、そのあたりの地域との協議のやり方、

もしお考えがあれば、この問題解決につ

いてお尋ねをしたいなとそういうふうに

思います。

　それから、２１ページで７番目のとこ

ろ、質の高い行政経営を実現することと

いうことが書いてあります。そういう中

で、この一番最後の方にも電子自治体の

推進ということと、また今後協働により

公共サービスの質を高めていくことが必
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要ですということを書いてありますけど

も、やはりこれは市民の方がしっかりと

満足度をどう高めていただけるかなと、

そういうことが一番必要ではないかなと

そういうふうに思うんですけども、この

質の高い行政経営の実現の考え方につい

て、もしお考えがあればお答えをお願い

したいなとそういうふうに思います。

　それから、先ほども人間基礎教育の点

がございました。やはり思いやり、奉仕、

感謝、あいさつ、節約とそういった五つ

の心が今、人間基礎教育の中でお示しを

されていると思います。そしてまた今回、

市民憲章とか都市宣言、これは確かに大

きな重要な課題ではあると思いますけど

も、まだまだこの人間基礎教育というの

は浸透し切れていない面もあろうかなと

そういうふうに思います。

　その一方で、先ほどあいさつ励行のお

話もございましたけども、この人間基礎

教育について、改めてどういう形で今後

市民の方に納得いただけるというか、浸

透していただけるというか、そういう形

で進めていかれるのかというのをお尋ね

したいと思います。

　それから最後なんですけども、２６ペー

ジのところ、目指す将来像ということで、

この中に元気でほっとする温かいまちと

いうのが記載されております。私は、こ

れについては同感をしたいなと思うんで

す。摂津市に住んでてよかったといいま

すか、摂津市以外に勤務されていて、そ

の方々が夜、勤務を終えられて帰ってこ

られたとき、ちょっとほっとする、そう

いったまちづくりというのは本当に必要

ではないかなというふうに私は思うんで

す。そういう中で私も、よく話に出ます

けど、摂津市はどこなんですかというよ

うな話を時々聞きます。そういう中にお

きまして、茨木の南側ですよとか、淀川

を越えたとこですよとか、そういう形で

いつも説明をさせていただくんですけど

も、この摂津市というのをアピールする

ということが必要ではないかなと、そう

いうふうに思いますけども、そのあたり

のお考えがあればお尋ねをしたいなと思

います。

○三好義治委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　まず１点目の、各

分野との整合をどのように、特に計画と

の整合性をどのように図るのかというこ

とでございますけれども、基本計画、今

現在策定過程でございますけれども、こ

れを書き込んでいくときに、各部・各課、

自分ところの計画、基本計画のところの

下の方に関係する分野別計画というとこ

ろがございますけれども、ないところも

あるんですけれども、あるところにつき

ましては、その分野の計画との整合性を

とりながら記載をするようにというふう

なことで確認をしていただいております。

　大きなそごは出ておらないと思うんで

すけれども、今後、改定するものから、

また大きなそごはないものの、どうして

もこの基本構想に示しておること、それ

からまた、あくまでもまだこれは案でご

ざいますけれども、基本計画の方向性と

違うものがありましたら、早急に各分野

別計画の方、この総計の方に合致するよ

うな形で修正していくべきものというふ

うに考えております。

　それから、実施計画ということでござ

いますけれども、この実施計画につきま

しては、３年間の期間を設定してという

ふうなことを書いております。この本計

画と別冊でということですけれども、現

在もこの実施計画ということをつくって

おります。これは総合計画の体系にあわ

せて予算、いわゆる金額的なものを総計

の体系にあわせてお示しをしたものとい

－19－



う形をとっております。

　今後、この実施計画のあり方について

は、現在、内部の方で検討をいたしてお

りまして、総合計画の基本構想、それを

受けた基本計画で、それを受けてどのよ

うに予算として反映していくかというこ

との骨格を示すべきものが実施計画とい

うふうに考えておりますので、従来の実

施計画、いわゆるでき上がった予算のこ

れは単なる組みかえではないんですけれ

ども、結果的にそのようなことも側面と

してはありましたので、来年度以降につ

きましては、この実施計画ということを

一つの骨組みとして予算編成というふう

に流していきたいと考えております。

　それから、計画期間の１０年であって、

その中間年度の検証、これをどのような

形で進めるのかというふうなことであっ

たかと思いますけれども、村上委員がおっ

しゃいましたとおり、やはりこれは行政

内部だけの検証ではいけないというふう

に考えております。今回、第４次の総合

計画の策定に当たりまして、３次の総合

計画の総括ということを平成２０年度に

やりましたけれども、これは皆さんにこ

の冊子の方をお配りしてると思うんです

けれども、あくまで行政内部の自己評価

ということにとどまっております。

　今後、この第４次の総合計画で、いわ

ゆる協働でありますとかそのようなこと

を柱にしておりますので、この第４次の

総合計画の達成度の検証につきましても、

市民の意見をどういう形で取り入れるの

かということにつきましては、ちょっと

その枠組みというのはまだ決めてはおり

ませんけれども、何らかの形で一番よい、

いろんな方の意見をお伺いできるような

形で、市民、または活動団体の方になる

のか、その辺も踏まえて皆さんが評価、

検証に参加できるような形を考えていき

たいというふうに思っております。

　それから４番目の進行管理の考え方と

いうことでございます。公表も含めてと

いうふうなことでございますが、進行管

理につきましては、総合計画の基本構想

の２ページに記しておりますとおり、こ

の計画の達成状況を把握しやすくするた

め、最初から行政評価システムの活用を

視野に入れております。そのため、この

施策に関する評価指標を基本計画の方で

設定しようということで、この指標その

ものはもう少し的確な指標がないのかな

というふうなところで、再度調整をした

いというふうには考えております。

　基本的にはこの数値の目標、これを一

つのその達成度をはかる目安としながら

も、これだけではもちろんはかれないと

ころもございますので、そこは何とか今

の行政評価システム、事務事業の評価を

中心にやっておるんですけれども、今後

につきましては、この基本計画に示す施

策、いわゆる施策の評価というところに

ある程度重点を置いて進めていきたいと

いうふうに考えております。

　また、この行政評価につきましては、

実際に電算のシステムですけれども、こ

れにつきまして今ちょっと改修をしたり

とか、今後総合計画の検証というところ

を重きに置くに当たって、どのような形

のシステムにしたらいいのかということ

も、改めて今検討しているところでござ

いますので、それとあわせて考えていき

たいというふうに考えております。

　それから、人口についてでございます。

このコーホート要因法を用いてというこ

とになるんですけれども、これにつきま

しては、要因法というからには、その要

素、要素ごとに計算をしたということで

ございまして、自然増減と社会増減、そ

れから開発期の増加、これをあわせてやっ
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たということでございます。地区ごと、

例えば今言われました安威川以南と以北

というふうな形での推計は、今回はいた

しておりません。あくまでもこの自然増

減と社会増減、これの男女別、いわゆる

将来出生率と生残率、それから順位どお

り、このあたりをかけあわせながらやっ

たということで、地区地区ごとの計算は

しておりません。

　それから、質の高い行政経営というこ

とであったかと思います。この中で、満

足度を高めるということは、とりもなお

さず必要ではないかということでござい

ましたが、まさしくそのとおりでござい

ます。これの質の高い行政経営というこ

とについての考え方ということでござい

ました。この質の高い行政経営というこ

とにつきましても、それぞれ人によって

解釈の仕方があるかと思いますけれど、

もちろんきめ細かいとか、それからいろ

んなサービスの選択肢があるとか、これ

自体も確固とした、これが質の高い行政

経営ですよというふうな、明確にこれで

すよという形はないと思うんです。

　これはサービスを受けられる方、それ

からサービスを提供する側、このサービ

スを提供する側で言いましたら、協働と

いうことからして、いろんな主体がいろ

んなサービスのあり方を、自分たちが提

供できる形を、いわゆる得意な形を持っ

ておられますので、それをいかに我々行

政の方がコーディネートし、いわゆる組

み合わせを例えば提案をし、あくまでも

これは強制ではございませんので、そう

いうような形で新しい公共空間というこ

とが形成できれば、行政のみでやるより

かきめ細かく、またいろんな行政サービ

スの選択肢もふえる、このことをもって

行政経営の質というふうな考え方もでき

るのではないかなというふうには考えて

おります。

　それから、目指す将来像のところで、

摂津市というまちの知名度が低いという

ことで、もっと何かＰＲすることが必要

ではないかというふうなことでございま

すが、これもまさしくそのとおりかと思

います。ＰＲするといいましても、やは

りいろんな歴史的な資源でありますとか

自然、資産とか、なかなか摂津市はこれ

がありますよというふうなことは言いづ

らいところがあるかもしれませんが、こ

れはハードだけではなく、先ほども申し

ましたけれども、摂津のまちというのは

市民、それから事業者も含めて行政と一

体となってこのまちづくりに取り組んで

るんですよと。これは私たちのまち、非

常にコンパクトなまちですけれども、そ

れを強みとして、摂津市の強み、特性、

魅力を今後アピールしていこうと。

　その強みという中で、市民と行政とが

まちづくりについて真剣に考えてると。

いわゆる協働してまちをつくってるとい

うことを、一つの摂津市の特徴にしたい

なと。なかなか非常に難しいことではあ

りますけれども、いろいろ考え方の違う

方と一緒にやっていこうということです

から非常に難しいですけれども、これを

今から少しずつでも実践していけば、こ

れは摂津市の魅力として十分アピールし

ていけるんではないかというふうには考

えております。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　私の方から２点、

ご答弁を申し上げます。

　１点目は、協働を実践していく上で、

行政としてどのような補完を、どのよう

な手法でというような問いでございまし

た。先ほど山口課長の答弁の中の行政経

営と少し重なるところはあるかもわかり

ませんが、補完の手法について、一定の
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方程式が今現在といいますか、各市でお

持ちであるというようなことも我々、先

進市にお問い合わせいたしましても、な

かなか一定の方程式というのは見当たら

ないと。

　それはなぜかと申しますと、先ほど行

政経営の中にもご答弁申し上げましたけ

ども、地域によって得手、不得手が当然

あろうかと思います。公室長の方の答弁

の中にも、既に協働を実践している部署

もあると、そのような部署からの意見も

聞きながら、今後協働を積み重ねていく

中で、摂津市としての協働、摂津市らし

い協働というのをつくっていきたいとい

うようなご答弁があったかと思いますが、

その実践を重ねることで行政として何を

補完すべきかというのが見えてくるのか

なというふうに考えております。

　それと、人間基礎教育の今後について

ということでございますが、やはり人間

基礎教育につきましては、まず職員が第

一に取り組む、これは当然のことでござ

います。職員が毎日の業務の中、また市

民の皆様とのかかわりの中で、人間基礎

教育を実践することによりまして、一つ

の気づきも芽生えてくるのかなというふ

うに考えております。

　現実的な、人間基礎教育の庁内での取

り組みでございますが、各所管で毎月毎

月のテーマを決めまして、そのテーマに

基づいて各職場でその実践に取り組んで

いるということでございます。ある部に

おかれましては、その成果を発表し、皆

さんでその情報を共有し、今後の取り組

みについて活用をしておられる部署もあ

ります。そのようなことを全庁的に広げ

ていきたいというふうに考えております

ので、まず人間基礎教育の実践につきま

しては、職員が第一に実践をしていくと

いうことが大切であろうというふうに考

えております。

○三好義治委員長　村上委員。

○村上英明委員　特に今回の総計におい

ては、先ほども申しましたように、協働

という言葉が多分に使われてるというふ

うに思います。そういう中で、協働とい

うことで、市民の方、また事業所の方、

そしてまたこの行政、大きく分ければ三

つ、また各種団体もおられますけども、

そういう形でトライアングル的な協働と

いうのも一つかなとも思います。

　ただその一方で、市民の方の中での協

働、行政の中での協働、また事業所の中

での協働ということも、それぞれまたあ

ろうかなというふうに思いますけども、

この市民懇談会が開催されまして、その

後、若干各ある団体の方々からお聞きす

る中で、協働という中で市民同士と協働

というのは一番大切なんじゃないかなと、

そういうふうにお話がございまして、そ

ういう中でちょっと言われてたのが、税

のこと、要は滞納のこととかいう形があ

りました。きちっといいますか、納税さ

れている方、また滞納をされている方等々

おられますけども、そのあたりをしっか

りと是正というか、対応策を打ち立てて

いくべきじゃないのかなと、そういうよ

うなお話もございましたので、その中で

この税の滞納についての対応を、もしお

考えがあれば１点、お尋ねをしたいなと

そういうふうに思います。

　それから、先ほど行政評価システム、

また別途つくり出される実施計画等のお

話の中にもございましたけれども、この

総計、いろいろと後ほど政策別にまた議

論をされるかと思いますけども、それぞ

れ政策を打つに当たっては、しっかりと

予算措置というのも必要ではないのかな

というふうには思います。

　そういう中で、例えばこの政策をいつ
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までに、ある程度目標まで近づけようと

思えば、来年、例えばチラシをつくると

か、何かこういう動きをしなければいけ

ないとか、いろいろとあるかと思うんで

す。そういう中で、先ほども若干御説明

もございましたけども、この予算措置に

ついてどういう考えでおられるのか、も

う一回、改めてお尋ねをしたいなとそう

いうふうに思います。

　あと、人口の問題がございました。私

も若干、インターネット等々で調べさせ

ていただきましたけども、全国的には約

１億２，７００万人という話で、この１

０年後につきましては１億２，２００万

人ぐらいに減るだろうなということで、

人口減少率４４０万人ということなんで

すけども、数字的に言えば０．９６５に

なろうかと思います。その中で大阪府に

おきましては、今の人口から１０年後の

推計をしたときには、この０．９６８と

いうことなんですけども、この摂津市、

現在８万３，６１２人、９月現在でおら

れます。これは８万人と推定するならば、

０．９５７という形で、要は全国平均、

また大阪府の平均よりもこの減少率が大

きいというようなことで、今、この８万

人が想定されておられます。

　そういう中で、この吹操、また南千里

丘の開発の中でおよそ３，７００人の増

加を考えておられるということなんです

けども、そういう中でしっかりと人口減

少とならないような施策展開を、これは

要望なんですけども、今後しっかりと打

ち立てていっていただきたいなと思いま

すし、先ほどもございました魅力あるま

ちというお話もございましたので、これ

はこの摂津市全体として活力を向上しよ

うという中にあっては、はやり人という

ものが大きなポイントになろうかと思う

んです。

　そういう中で、やはりこの人口減少、

これは８万人が今想定されておられます

けども、８万人以上となるような形で、

これは施策として今後しっかりと打って

いっていただきたいなと、これは要望と

させていただきますのでよろしくお願い

いたします。

　それから、地域という中での問題解決

という形が大きなことになろうかと思い

ます。地域の中でも、今、環境なり防災

なり、また防犯活動等々をしっかりとさ

れておられますけども、市民の中での協

働のあり方というのが一番必要ではない

かと思いますし、またこの地域全体の中

での自立といいますか、連帯というのが

必要ではないかなと思いますので、これ

をどういう形で市民の方々に対して協働

というものを認識していただけるのかと

いうのを、もう一度改めてお尋ねをした

いなとそういうふうに思います。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　まず１点目に、協働

との絡みで、税の滞納についての考え方

というご質問でございますが、先ほどか

らの議論でもありましたが、人間基礎教

育、いわゆる地域のコミュニティとして

普遍的な考え方を市民が持つべきだと。

そういう基本的な考え方に立った上で協

働を進めなければならないと、そういう

ふうに我々は考えるところでございます

が、その中で納税の義務をどう考えるの

か、これは憲法で決められた当然ながら

の義務でございますので、これは国民と

して、市民として、当たり前のこととし

て考えていかなければならないことかな

というふうに私どもは考えております。

　あと２点目の、これは総計の基本構想

がございまして、基本計画がございます。

それを形のあるものにしていく実施計画、

先ほど山口課長も議論をしておりました
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が、その実施計画に予算の裏づけを与え

ていくというのが予算措置ということで

ございます。我々、この総計を実効性の

あるものにしていくには、今後、持続的

に安定した財政が必要であると考えてお

ります。財政運営の基本方針としまして

は、いかに安定的な財源を調達していく

かということにかかわってくるかなとい

うことが第一であるということでござい

ます。

　今も議論の中にありましたが、それぞ

れ基本計画等には目標数値等も掲げてお

り、それに対してプライオリティも掲げ

ております。年度年度の財政状況をしっ

かり見きわめながら、３年単位の実施計

画については、ローリングも含めながら

予算の裏づけを与えていきたいというこ

とを財政担当としては考えております。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　協働を進める上で

の地域の連携、自立、連帯等の考え方に

ついてというご質問だったと思います。

　我々といたしましては、先ほどの答弁

で、やはり実践を重ねてということでご

ざいますが、その実践を重ねる重ね方で

ございますが、摂津市には摂津市らしさ、

摂津市の強みというものがございます。

この総合計画にも２６ページ、２７ペー

ジの中に摂津市らしさ、摂津市の強みと

いうようなことも記載をいたしておりま

す。やはり市として８万４，０００人と

いう市でございます。市域におきまして

も１４．８８平方キロメートル、フラッ

トなまちであるというような、また不十

分かもわかりませんが、自治会への加入

率といたしましても北摂で高い数値を示

していると。このようなことが摂津市と

しての強みでございます。その実践を積

み重ねるというのは、この辺の強みをよ

り生かしながら、実践を積み重ねていき

たいというふうに考えております。

○三好義治委員長　村上委員。

○村上英明委員　先ほども自治会への加

入率というお話もございましたけども、

この地域の方々が健康で明るくといいま

すか、この摂津市に住んで、そして活動

してよかったなと、そういうふうな実感

を持っていただけるというのが本当に必

要ではないのかなというふうに思います。

　そういう中で、今回のこの総計、１０

年ということではありますけども、この

総計につきましても約２年をかけて、先

ほど市民会議云々とかいう形でスタート

をされて、そしてまた第３次につきまし

ても２年前に一応総括ということでされ

ました。という意味からすれば、この１

０年という今回の第４次総計という中で

もありますけども、約８年たったころに

はまた一つ、今回の分も改めて総括でき

るようなとこまで進めていかなければい

けないのかなと、そういうふうに思いま

すので、しっかりと今回、先ほどからい

ろいろと出ておりますけども、協働とい

う言葉、しっかりとまた市民の方を含め

てもそうですし、また摂津市の職員の方々、

また我々もそうですし、事業所の方々も

含めて、それぞれの立場でしっかりと認

識していただけるような形で進めていっ

ていただければなと、そういうふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。

○三好義治委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　それでは、私からも

質問をさせていただきたいと思います。

　まず、この総合計画の基本構想を読ん

でおって、ほとんどが賛同できるもので

あると感じているんですけれども、ただ、

ところどころ、ちょっとここは足りない

んじゃないかなとか思うところもありま

すし、またこれを書くに当たっても認識

をお聞きしたいというとこもありますの
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で、この際にお聞きしたいと思うんです

けれども、まずはこの基本構想といった

ものを、これをどのように活用していく

のかということになります。これから基

本計画ができてきて、実施計画ができて

いくと。それに際しての基本的な理念を

示していくものだということはよくわか

るんですけれども、それにしてはまちづ

くりの理念のところが、私はお粗末では

ないのかなというように思うんです。

　ここで書かれているのは、市民憲章、

また都市宣言のことについて触れておら

れます。これがまちづくりの理念である

ということは、それは納得はできるんで

すけれども、なぜそういったものをつくっ

たのかと。市民憲章であるならばどうい

う思いでつくったのか、都市宣言である

ならば、この中にはどういう思いが込め

られているのかということをしっかりと

語りかけていくということが大事ではな

いのかなと思っているんですが、今回こ

のような理念というものになっていると、

この書き方になっているということにつ

いて、まず経緯をお聞かせいただきたい

なというように思います。

　それと今回、協働ということをテーマ

にされておられるわけですので、市民の

方、また事業所の方にいろいろとまちづ

くりに同じ方向を向いていただいて、行

政とともにまた新しい方向に向いていっ

ていただくということになってくると、

やはりこういう目標に向かっていくんだ

から、我々も同じ目標に向かって頑張っ

ていこうというように思っていたからあ

かんわけですよね。そのようなためにも、

私はこの基本構想といったものが位置づ

けられるべきであると思ってるんですけ

れども、その点についてもお聞かせいた

だきたいと思います。

　それと、時代背景についても書いてお

られます。ページ数で言うと３ページに

なると思うんですけれども、私はここを

見誤ってしまうと、計画自体がおかしく

なっていくと思ってますので、まずここ

についてお聞きしたいと思うんですけれ

ども、リーマンショックのことでありま

すとか、経済のグローバル化といったこ

とが書かれておられます。そういった中

で、我が国の景気や雇用情勢といったも

のは、先行きが不透明ですよというよう

な書き方をされておられるんですけれど

も、本当にそんなに生易しいものなのか

なというように思ってます。

　このままでいくと、私の感想ですけれ

ども、恐らく国の借金は国民総生産を抜

いてしまって、国債の信用は大暴落して、

国も地方も新たな借金ができないという

ような状況になるんじゃないかなと。企

業はどんどんと海外に流出をしていって、

その結果、雇用も本当に今まで以上に厳

しいものになって、生活保護もどんどん

とふえていくというような状況になるん

じゃないかなというように思ってます。

それが、私は１０年後の我が国の姿では

ないのかなと思ってまして、そういう視

点に立って、じゃあ摂津市はどうあるん

だということを考えるべきではないのか

なと思ってるんですけれども、どういっ

た時代潮流を認識しておられるのか、改

めてお聞かせいただきたいなと思います。

　それと、協働ということにつきまして、

野原委員も村上委員も触れられておられ

ました。私もこれについては反対するも

のではないんですけれども、それ以前に

私はあるべきものがあると。それは、自

立ではないのかなと思ってるんです。つ

まり、行政ももう国に頼れないと。市民

も行政に頼れないし、事業所も何かに頼

るんではなくて、それぞれおのおのが自

立をするということから始まるんではな
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いかなと思うんですけれども、その点に

ついてもお聞きをしたいと思います。

　それと、まちづくりの課題ということ

でいろいろと書かれておられます。ペー

ジ数で言うと、２０ページ、２１ページ

になろうかと思いますが、ここで七つに

ついて書かれておられるんですけれども、

私は一番の課題というのは、野原委員も

おっしゃっておられましたけれども、や

はりこのまちへの愛着ではないのかなと

いうふうに思ってますし、我々の先人が

ずっと培ってこられた精神性といったも

のがどんどんと今薄れてきていると、崩

壊状況にあるんではないかなと思うんで

すけれども、そういったところが大きな

課題ではないのかなと。

　逆に言うと、そこがクリアされると、

これらの課題というのは、この多くの部

分が解消されていくんではないかなと思っ

てるんですけれども、そういう認識はお

持ちではないのかということをお聞きし

たいと思います。

　それと最後になりますけれども、まち

づくりの目標ということについても最終

書かれておられます、要は１０年後、ど

ういう姿を目指しているのかということ

になるのかなと思っているんですけれど

も、私はやはり人間として一番幸せを感

じるのは、まず自分自身の役割があって、

それが周りから認められて居場所がある

ということではないのかなと思ってるん

ですけれども、そこら辺についてももう

一度お聞きをしたいなと思ってます。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４９分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　山本次長。

○山本市長公室次長　嶋野委員の、６点

のご質問にご答弁を申し上げます。

　まず１点目のまちづくりの理念に関す

るご質問でございますが、我々このまち

づくりの理念というのを、この基本構想

の中に起こす際に、過去から議会の方に

おかれまして、我々議論をしていただい

たことを当然大切に考え、載せていこう

ということになりました。記載の仕方で

ございますが、ストレートに記載をさせ

ていただくことで、この市民憲章、各都

市宣言がより表に出てくるのではないか

というような議論もあり、このような記

載という運びになりました。

　２点目の協働について、まちづくりを

進める際に、我々行政サイド、市民の皆

様、事業所の皆様が、その目標なり方向

性は同一方向、並びに共有する必要があ

るのではないかというようなご質問の内

容だったと思いますが、我々といたしま

してもそのことは当然であろうというふ

うに考えております。

　３点目の時代背景、時代潮流でござい

ますが、最悪の状況を見越して、今後の

まちづくりの課題なり方向性を決めるべ

きではないかというようなご質問と認識

いたします。我々といたしましては、い

ろんな議論の中で、現在この基本構想に

考え得ることを客観的にと申しますか、

今現在で我々が想定し得るところを記載

させていただいているというような内容

でございます。御理解をよろしくお願い

いたします。

　４点目に、協働について自立というこ

とがまず先にあるのではないかというよ

うなことでございます。我々といたしま

しても、最終目標といいますか、やはり

自立ということはすべてにおいて最終の

目標でもございます。市民さんのアンケー

トの中で、市民活動に参加することにお

いて愛着が生まれてきたというようなく

だりもございました。自立に関して、ま
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たまち、摂津市への愛着に関して、大切

ではないかというご質問につきましては、

我々も認識は同一であるということでご

ざいます。ただ、行政といたしましては、

その自立のみだけでなく、それ以外のと

ころにも着目をしていかなければいけな

いというふうな認識もいたしております。

　先ほどの繰り返しになりますが、まち

への愛着をということで、それでクリア

ということでございますが、我々として

も、それは一つのまちへの愛着というの

が一つの主張であるということは認識は

同一でございます。その中で、それ以外

のことも課題として挙げて、全体にわたっ

て課題をクリアしていきたいというふう

に考えております。

　最後に、まちづくりの目標、１０年後、

人として、人間として、自分の居場所な

り自分の役割があると生活に張りが出る

といいますか、自分自身の、また地域の

ことに目が向くというようなことは当然

のことであり、我々としてもそういう視

点を持って、この基本構想に着手いたし

まして、そのようなことも含めて、基本

構想の中で我々としては、方向としては

そのような方向を記載させていただいて

いるというつもりでございます。

○三好義治委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　それでは、再度質問

をさせていただきたいと思うんですけれ

ども、山口課長がおっしゃったのかなと

思うんですけれども、今まで市民はまち

づくりは行政がやるもんだという認識が

あったと。それを取っ払っていただいて、

行政と市民と事業所が対等の立場で同じ

目標に向かって歩んでいくんだよという

ところに協働という表現を使われて、そ

ういう将来像を描いていくというお話が

あったと思うんです。

　そういうことであるならば、今までと

は相当違うことをやっていかなあかんわ

けなんですよね。となってくると、市民

の方にも一緒に行政と頑張っていただく

だけの覚悟も要るわけですし、またいろ

んな意味で御苦労も伴うことになってく

るんだと思うんです。そうなってきたと

きに、何があるから頑張れるのかと考え

ていくと、今やっている方向性がどこへ

向いてるのか、そこしかないんだろうと

思うんです。要は、今しんどいけども、

この先にどういう未来があるのか、そこ

をしっかりと示していただいて、これに

向かっていくんであるならば、頑張れる

なというものを示さなくてはならないと。

それが本来であるならば、この基本構想

のまちづくりの理念に示されるべきだと

思うんです。

　山本次長から答弁をいただきまして、

今までの議会の議論というものを尊重し

ていきながら、市民憲章、そしてまた都

市宣言をそのまま記載をしたというよう

な答弁があったかと思います。私は、こ

の市民憲章であるとか、都市宣言といっ

たものの精神を否定してるわけじゃない

んですよ。すばらしいものと思ってます。

ただ、そしたら実際に、市民の方が、こ

の市民憲章を見て、また都市宣言を見て、

よし、これに向かって頑張っていこうと、

どれだけの方が思われているのかという

ことを考えると、もうちょっと記載の仕

方が工夫されるべきだろうと思うんです。

要は、どういう思いでこれを書いてるん

ですかということをしっかりと書いていっ

て、だから皆さん、これに向かって一緒

に頑張っていきましょうよと問いかけて

いくと、投げかけていくということになっ

ていかないと、私は本当に協働といった

ものができるのかなということを思って

いるわけなんです。

　ですから、この基本構想のこの文言を、
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今さら変えろというわけではないんです

けれども、やはり折を見て、市民の方々

にいろいろと語りかけていくということ

が大事だというふうにも思ってますし、

そのために私は基本構想というのはある

べきだと思ってましたんで、ちょっと残

念だなという気もしてるんですけれども、

これからいろいろとまちづくりを、特に

協働というところをテーマにして進めて

いくというのであるならば、そういった

こともぜひ市民の方に真っすぐ語りかけ

ていただきたいなと思ってますし、今後

それが基本計画でありますとか、実施計

画の中にも示されていくようにお願いを

したいなというように思っております。

　それと、時代背景のことについては、

要は今の潮流をどのようにとらえている

のかということにつきまして答弁をいた

だきました。非常に厳しいということに

ついては、共通の認識ではないのかなと

思ってるんですけれども、だからこそど

うしていくのかと考えていくと、これは

まちづくりの課題のとこでも書かれてい

たのかなと思うんですけれども、結局、

行政として何ができるのかということを

考えていくということになっていくのか

なと思ってるんです。

　具体的な記載としては、質の高い行政

経営を実現していきますということで、

いろいろと少子化のことでありますとか、

税収が低下していきますよと。その一方

で、社会保障費は増加していくと、財政

状況もさらに厳しくなっていくよという

中で、その中でもやっぱり協働というこ

とによって公共サービスの質を高めてい

くということが必要なんだということを

書かれている。これは、つまり行政とし

てやるべきものをしっかりと定めておい

て、これからどういったものを新たな公

共として定義をしていきながら進めてい

くのかということにかかってくるんだと

思います。すべてそこら辺のことを、もっ

と危機感を持っていただいて問いかけて

いくと。要は市民の方が新たに何か力を

出していこうとなってきたときには、私

は、先ほど申しましたように、何かすば

らしいものに向かっていくということに

なるのか、あるいは大きな危機感という

この二つしかないと思ってますんで、そ

ういったこともしっかりと示していただ

きながら、本当になすべきことは何かと

いう原点を確かめて、行財政についても

当たっていただきたいなというように思っ

ているところであります。

　それと、同じくまちづくりの課題につ

いてなんですけれども、私が先ほど申し

上げましたように、まちへの愛着という

ことが大きな課題ではないのかなと思っ

てますし、もう１点、先ほど申し上げた

と思うんですけれども、我々の先人が培っ

てきた精神性、一言で言うと私は調和だ

と思ってるんですけれども、そういった

ものがだんだんと薄れていってしまって

ると。

　まだしかし、辛うじて残っているよう

な段階ではないのかなと思っているんで

すけれども、そこにしっかりと注目をし

ていきながら、今後どのようなまちをつ

くり上げていきたいのか、どういったこ

とを伝えていきたいのかということにつ

いても、ぜひこれから具体的な計画をつ

くられる際には、そういうことも念頭に

置きながら事に当たっていただきたいな

というように思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

　それと最後になりますけれども、要は

１０年後の姿ということで、まちづくり

での大きな目標ということで、市民それ

ぞれがみずからの居場所を探すといいま

すか、居場所をしっかりと確立するとい
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いますか、要は自分自身の役割があって、

それが正当に評価をされるということが

大事ではないのかなということについて

も、そのとおりだというようなご答弁を

いただきましたので、具体的なこれから

の計画については、市民の方が本当にみ

ずからの居場所が実感できるような施策

を展開をしていただきますように、すべ

て要望として申し上げたいと思います。

○三好義治委員長　次に、野口委員。

○野口博委員　１５年ぶりの総合計画の

審議になります。

　１５年前も参加させていただいて、論

議をさせていただいた経過がありますけ

れども、１５年間、どんどんいろんな意

味で変わってきてます。

　今回、前回と違って、職員参加、そし

て市民参加という点でいろいろご苦労さ

れ、取り組んできたことも評価しており

ますけれども、そういう中でまとめられ

ましたので、それを是として、幾つかの

点で論議をしていきたいと思います。

　最初に、今回の策定の進め方をどう見

ているかという問題であります。

　現行総計のときには、アンケートを、

１，０００人ふやしたり、各団体のアン

ケート、そして、中学校の説明会で、市

民参加ということで出発をしたわけであ

りますけれども、今回は、ご承知のとお

り、２年前の６月から策定作業がスター

トされて、８月の幹部職員の研修から始

まって、約２年間取り組んでこられまし

た。その中で、まちづくり市民会議等々

いろんな形で市民のご意見を聞くという

ことで頑張ってこられました。そういう

ところを今度の総計にどう生かされてき

たのかというところが、いわゆるまちづ

くり市民参加に参加された方のいろんな

ご意見も聞いたりしているんですけれど

も、少し疑問もありますので、最初に、

努力されてきた、今回頑張ったそういう

成果をどのように今後の取り組みに生か

していくのかという角度からまず質問を

しておきたいと思います。

　それと、市民会議の提言の中に、まと

めてみますと、提言書以外に、途中、未

整理ですけれども、各委員の思いを込め

た提案を別途資料として添付してますと

いうくだりがあります。できれば、公に

できるものであれば、ここにもいろんな

思いが入ってますので、資料として提出

いただくようにちょっと取り計らいをお

願いしたいと思います。

　これ第１点目です。

　二つ目は、人口問題と今後のまちづく

りの問題であります。

　８万人と推計されたというのは、いろ

いろ論拠もあってと思うんですけれども、

日本全体が人口減少に向かっていくとい

うことであります。

　これまでは、国も地方もそうでありま

すけれども、どんどん人口をふやすこと

を目標にして開発を進めていくと、これ

が成長戦略だということで進めてきてい

るわけでありますけれども、そんな中で、

諸外国はもうそうなっておりますけれど

も、日本のあちこちでも、人口減少の速

度を遅めながら、緩やかにしながらより

よいまちづくりを進めていくという、こ

ういう流れが今あるわけです。

　これ、中山さんとおっしゃって奈良女

子大の教授で、いろいろこういう面で府

下的にもいろんな講演なさってる方なん

ですけれども、国立社会保障人口問題研

究所が示した推計人口ですね、ご承知の

とおり、平成１８年の１０月に発表され

た数でいきますと、摂津市が、２０２０

年、平成３２年の推計人口は７万４，０

３９人でありました。今回、直近で、平

成２０年１２月に新たに発表された数字
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では８万１，１９９人ということで若干

多くなってます。

　今回の本市の推計人口８万から言うて

も、約１，０００人多いということであ

りますけれども、いわゆる人口減少に向

けての住みよいまちづくり、質を落とさ

ないまちづくりについてどうお考えなの

かということを、ちょっと２点目をお聞

きしておきたいと思います。

　その中で、いわゆる地域人口の場合に

高位、中位、低位とありますけれども、

いろいろ国全体の出生率１．３７であり

ますけれども、摂津の出生率だとか、大

阪府の出生率だとか含めて、それちょっ

と基本的なファクターについても明らか

にしてもらいながら答えていただければ

と思います。

　３点目は、もう大分論議されてます協

働の問題であります。

　単なる行政が行う、またはまちづくり

が行う仕事の分担を進めていくためのそ

の手法であってはならんと思ってます。

　いろいろ各地でも協働という言葉を使っ

て総合計画をつくっておるわけでありま

すけれども、行政は行政の責任があるわ

けで、その辺のきちっとした仕分けをし

なければ、いわゆる、今、ご承知のとお

り憲法があって、法律があって、条例が

あって、いろんな施策が展開されてます。

それについては、いろんな補助金という

ことで予算もつきます。社会全体は税金

構造が一番主体の国の成り立ちでありま

すから、税金もだんだん変わってきてま

すけれども、そういういろんな要素を見

た場合、今、国の方がいろんな動き、後

から論議しますけれども、ありますけれ

ども、単なる仕事の分担ということになっ

たらあかんわけで、そういう点で、改め

てそういう問いに対してどうお答えする

のか、ちょっとお聞かせをいただきたい

と思います。

　同時に、やっぱり最低、協働を担保す

るためには、そのための縛りといいます

か、総計上もそうでありますけれども、

条例上、関係する市民参加と協働に対す

る条例をきちっとつくって、それなりの

責任を明確にして、それを守って進めて

いくという、こういう流れも当然必要に

なろうと思いますけれども、改めてそう

いう面で協働の問題についてお考えをお

示しいただきたいと思います。

　四つ目であります。

　３ページに、いわゆる今論議されてま

す、総合計画策定の背景の１番の策定の

背景となる時代潮流というところの１番

に、経済低成長、成熟化の時代という言

葉が使われています。この成熟という問

題、なかなかぴたっとこないわけであり

ますけれども、確かに自分たちできちっ

と中身考えてやりなさいという時代になっ

ているということだと思いますけれども、

嶋野委員もおっしゃったように、やっぱ

りどんどん時代変わっているわけで、経

済低成長の問題について、きちっとやっ

ぱり明確に、文書化しなくてもいいです

けれども、認識は一つにして取り組んで

いただきたいということであります。

　それで、成熟化という言葉をもうやめ

て、経済低成長、雇用不安、格差拡大の

時代ということが、私としてはぴたっと

くるんではないかなと思ってます。

　後ほど論議しますけれども、国の関係

省庁の発表でも、この１０年間の経済成

長について、世界先進諸国で日本だけが

唯一成長がとまった国ということが最近

よく専門家筋からも言われています。一

方では、雇用者報酬ですね、いわゆる働

く方々の所得ですね、これが２７兆円減っ

ているということで、どんどん減ってま

すよという数字が、象徴的に日本の経済
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状況の推移について述べられてますけれ

ども。

　そんな中で、数年前の年越し派遣村に

見られるようなああいう雇用不安の皆さ

んが日本の経済を支えている実態が明ら

かになったわけでありますけれども、そ

ういう流れを見ますと、今、僕申し上げ

たところが論議の対象として、一度、ど

う思うかということでお尋ねしておきた

いと思います。

　５点目であります。

　地方分権問題であります。

　地方自治体の総計ですから、国の動き

について余りくどくど述べることは、そ

うならないと思いますけれども。

　ご承知のとおり、これから地方の時代

と言われて、いろいろこの地方分権が進

んでいくだろうと思いますけれども、大

きな課題としては、昨年、総選挙で自民

党政権倒れました。新しい政権できまし

た。その背景は、それまで進めてきた路

線が、いろんなところで深刻な矛盾を噴

き出して、地方も疲弊してきたという、

こういうこれまでの国のやり方について

大きな批判がそこに集中されたと思って

いるわけであります。

　細かく言えば、構造改革規制緩和路線

になりますけれども、これを是として、

若干のプラスをして地方分権を進めてい

こうとするのか、それとも、同じ路線で、

そこには当然いろんな論議もありますけ

れども、地方６団体との関係もあります

けれども、いわゆる国から出すお金を減

らしていくと、国の責任をどんどん縮小

していくという、いわゆる義務づけ、枠

づけの見直しや、最近よく言われている

国庫補助金を廃止・縮小して、一括交付

化に切りかえていくということでの補助

金の削減ということがありますけれども、

そういうこれまでの流れを踏襲するのか、

それとも、改めてやっぱりそれをきちん

と切りかえて、地域の再生に向けて、地

方自治体の本旨である住民福祉の増進と

いう精神を生かしていくのかというとこ

ろが、この分権問題を考える分岐点と思っ

てます。

　そういうところから見ますと、１０ペー

ジの、地方分権の時代の文章、最初にさ

らっと２、３行書かれてるわけです。こ

ういうふうにならざるを得ないかもわか

りませんけれども、何かそういう点で、

いわゆる摂津市から見た地方分権なりの

中でどう変わって、それを教訓としてこ

うしていくんだということを示唆するよ

うな、やっぱりそういう文言を１行でも

加えるべきではないかなという気がして

おります。

　お答えを求めておきたいと思います。

　六つ目は、総合計画と第４次行革の関

係であります。

　これまでも行革問題については、たっ

た一月で市民の方のご意見いただいて、

まとめて、４月にこの第４次行革出発し

ました。

　中身についてはもうるる言いませんけ

れども、一つまずお聞きしたいのは、こ

の第４次行革をつくる過程の中で総合計

画審議会が行われてます。最低、その協

働という精神で物事を進めようと、そう

いう精神で１０年間のまちづくりを進め

ようとしている。それを、議会上程前の

場面で論議している最中です。こういう

問題について、ちゃんと報告して説明さ

れたのかという問題があります。

　というのは、やっぱりこれまでも指摘

してきてますけれども、公的な仕事をど

んどん民間に委託をしていくと。公共料

金も、基本的には３年おきに値上げをす

るとか、市民の財産をどんどん廃止・縮

小しようとしているわけで、こういう方
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向について、やっぱりきちっとその報告

をして論議をいただくというのが僕は筋

だと思うんだけども、そういうこともで

きてないというふうに聞いてますので、

そういう面から見て、改めて今回のポイ

ントであるその協働という精神から見て

も、やっぱりちょっとおかしいと思いま

す。

　そういう点で、まずこの問題について

は、総計審にこの問題についてどういう

対応されたのかということをお尋ねし、

一回目とします。

○三好義治委員長　答弁を求める前に、

今、野口委員から、市民会議提案の資料

請求があったんですけれども、後で提出

してもらうことにします。

　答弁求めます。

　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、野口委

員のご質問にお答えします。

　まず、１点目、今回の総合計画の策定

の進め方についてどのように見ているか

ということであったと思います。

　今回の総合計画につきましては、５点

ほど重要視した点がございますが、その

中でも、特に、策定の過程における市民

の皆さんの参画、これがまず第一でござ

います。

　それと、また、参画という意味では、

今まで、これもひとつできていなかった

のかもしれませんが、職員一人一人きっ

ちりと摂津市の将来を描いて策定過程に

参画するという、これも一つ大事なこと。

　そのうちの市民参画について、今回新

たな取り組みとして市民会議ということ

を立ち上げました。

　結果として、２２名の方から実質的に

は参画を得られました。これは特別にど

ちらに声をかけたということもございま

せんけれども、その前段階で、市民活動

団体の皆さんにインタビューをしたりで

ありますとか、市民の皆さんに今後のま

ちづくりについての意見募集というよう

なことをしながら委員を募ってまいりま

した。

　今回、この策定過程につきましては、

やっぱり今後の協働によるまちづくりの

一つのモデルケースになるのではないか

というふうには考えております。

　何か今回の取り組みからもう一つ発展

をさせたような形で、先ほどもご質問あ

りましたけれども、総合計画のいわゆる

進行管理もそうかもしれません。それか

ら、いろんな分野での今後の行政のあり

方もそうかもしれませんし、一つ、今回

の取り組み、特に、市民参画の市民会議

というふうなこの取り組みを一つのモデ

ルケースとして、今後それを広めていけ

ればというふうに考えております。

　それから、人口と今後のまちづくりに

ついてでございます。

　まず、質を落とさないまちづくりにつ

いての考えということでございます。そ

れと、人口の推計における高位、中位、

低位のファクターの考え方ということで

ございます。

　まず、この高位、中位、低位の推計の

ファクターということについてご答弁を

申し上げます。

　今回の人口推計につきましては、基準

人口、これ平成２０年の９月３０日現在

の人口でございますけれども、これを基

礎に、自然増減、いわゆる将来の出生率

ということ、それと、将来の生残率とい

うことを掛け合わせて、あと、それに対

して、社会増減、純移動率、いわゆる摂

津市に転入された方、それから、転入さ

れた方と転出された方、これを差し引き

しまして、プラスマイナスが各年代によっ

て出てまいります。これをトータルした
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純移動率ということを社会移動数として、

係数として掛け合わせて、それに開発人

口をプラスするということで、将来人口

を１年ごとに推計いたしております。

　その中で、特に、自然増減の中の合計

特殊出生率ですね、いわゆる一人の女性

が一生の間に何人の子どもをお産みにな

るかというこの数字と、あと、社会増減

の中で純移動率ですね、この部分が変動

要素としては大きいのではないかと。特

に生残率というのは、人口問題研究所が

出しておる数字からは、これ都道府県ご

とに出されておるんですけれども、そん

なに大きくは変わらないであろうという

ことで、そのまま大阪府の推計値を採用

いたしております。

　この設定の項目としまして、将来の出

生率を高位で見た場合につきましては、

大阪府内で岸和田市が１．５２という、

大阪府下で一番高い数値を示しておりま

す。摂津市は、合計特殊出生率でござい

ますが１．４１でございます。

　大阪府の平均でいきますと１．２５と

なりまして、これが低位の数値として、

これを変数としてセットしております。

　それから、純移動率につきましては、

過去５年間で最も高かった年の水準、そ

れから、平均の、いわゆる純移動率が５

年間の平均値、これを中位、それから、

過去５年間で最も低かった年の数値を低

位ということで、具体に言いますと、平

成１８年が、純移動率がマイナス１．１

８でございました。それから、中位で言

いますと、過去５年間の純移動率の平均

がマイナス０．９３、高位で言いました

ら、平成２０年にマイナス０．７１とい

うのがございます。これを掛け合わせま

して、高位の推計としましては、出生率

が大阪府下でも最も高いということと、

あと、純移動率は、人口減が最も少ない

という、マイナス０．７１ということを

組み合わせて推計をいたしております。

　中位につきましては、摂津市の合計特

殊出生率１．４１、これと、過去５年間

の純移動率の平均値、これをとって推計

をいたしたものでございます。

　低位につきましては、合計特殊出生率、

大阪府下の平均１．２５、それから、純

移動率につきましては、最も人口流出が

激しいというふうな形で見たときの、平

成１８年度のマイナス１．１８、これを

掛け合わせた結果、低位推計におきまし

ては、平成３２年度の人口を７万４，１

８９名、中位では約７万７，０００、高

位では約８万、正確には７万９，８００

という形の３通りの推計をいたした中で、

この７万９，８００という数値を採用い

たしまして、８万人という設定をいたし

たところでございます。

　こういうふうな推計の中で、どのよう

に質を落とさないまちづくりをするのか

ということでございますけれども、今後、

職員ももちろん今よりも減ってまいりま

す。その中で、やはり職員一人一人が、

市民の皆さん、または活動団体の皆さん

と一緒になってこの地域のまちづくりを

進めるというふうなことで、先ほどもあ

りましたけれども、職員のコーディネー

ト能力を育成することでありますとか、

やはりそういうふうなことが必要になっ

てくると思います。

　そういうことによって、質というふう

なことは、もうこれは落とさないような

形で、行政の中も水平連携をとりながら

進めてまいりたいと考えております。

　それから、協働についてでございます。

　行政は行政の責任があるではないかと

いうふうなことでございます。もちろん

そう思います。また、この協働というも

のは、単なる仕事の分担であってはなら
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ないということもおっしゃっておりまし

た。まさしくそのとおりでございます。

　何も、これは協働という言葉をもって

仕事を分担して、押しつけようというこ

とではもちろんございませんで、あくま

でも、これは自由意思によってやるとい

うこと。ただ、それについての動機づけ

は必要かというふうには考えております

ので、それについては、やはり将来どう

いう姿、ここでは、この基本構想におき

ましては、将来像として、みんながはぐ

くむ、つながりのまち摂津というふうな

ことを設定しております。

　先ほど、調和というふうな言葉もあり

ましたけれども、これを一つ、やはりこ

の摂津市の中でつながりを持った、いわ

ゆる調和も含めて、つながりを持ったま

ちということを目指そうじゃないかとい

うふうなことをしっかりとアピールをし

ていって、それを強要するのではありま

せんけれども、それに賛同していただけ

るような方が一人でもふえていただける

ように頑張ってまいりたいというふうに

考えております。

　行政の役割の重点化につきましては、

やはり行政の担うべき役割、行政しか担

えないものというのはやっぱりあると思

います。すべてがすべて協働で片がつく

かというと、そうではありません。

　ですから、そこはなかなか仕分けとい

うのは難しいところがございますけれど

も、今後、協働のあり方、いわゆる今現

在、やはり協働という言葉を聞いたとき

に、人それぞれの解釈がなされることも

ございますので、そこは一つ、共通化で

きるようなところは共通化して、協働と

いうのはこういうものですというふうな

ことを、つくるときにやはりあわせて、

行政の役割の特化、明確化を図っていき

たいというふうに考えております。

　それから、市民参加と協働の条例化に

ついてはどうかというふうなことであっ

たと思いますけれども、ちょっと一足飛

びに条例化というのは非常に難しいのか

なというふうに思っております。

　といいますのは、やはり本市において

この協働という言葉のもとに歩みを始め

ようというのは、やはりこれからこの１

０年をかけてステップを踏みながらやっ

ていきたい。現在まだそういう状況には

ないのかなと。今後、やはりこのまちづ

くりに参画していただけるキーパーソン

となる方を、何とか地域、地域で育てて

いただいて、また、そういう方を、ちょっ

と言葉どうかわかりませんが、何とか発

掘をして、一緒に連携をしてやっていき

たいと。そこから次のステップへつなが

る、このように考えております。

　それから、４点目の、総合計画策定の

背景となる時代潮流ということでござい

ます。

　経済低成長、その次の、成熟化という

ことが、ちょっともひとつぴんとこない

というふうなことであったかと。また、

これの言葉のかわりに雇用不安、格差社

会ということを入れてはどうかというこ

とでございますが、この節につきまして

は、あくまで本市の総合計画策定に当たっ

ての、今現在こんな時代ですよねという

ふうなことを客観的に述べさせていただ

いているということですので、確かに、

委員さんおっしゃる雇用不安とか格差社

会というのは現実にはあるというのは認

識いたしておりますけれども、それも含

めて、経済低成長と、ちょっとぴんとこ

ないとおっしゃってましたけれども、こ

この成熟化という時代の中に包括的には

やっぱり含まれてくるのかなと。そこか

ら起こった問題ではあるというふうに考

えております。
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　５番目の、地方分権についてでござい

ます。

　摂津市から見た地方分権、今後どのよ

うに摂津市としては進めていくのかとい

うふうなことであったのかなというふう

に思います。

　地方分権ということで、ちょっと言い

古された言葉かもしれませんけれども、

今現在、政府におきましては地域主権改

革というふうなことで、関連２法案が国

会の方で閉会中審議ということになって

おります。

　あわせて、地方自治法の一部改正とい

うこともありまして、この３本の法律が

今現在審議の対象となっておるというこ

とでございまして、この地方分権自体、

本市におきましても、やはり市民の利便

性、また、サービスの向上につながるも

のについては積極的に受けていきたいと

いうふうに考えております。

　ただ、何から何までというわけにはい

きませんので、国において言われている、

補助金の一括交付化等も言われておりま

すけれども、財源裏づけを持ったものか

どうかということはしっかりと見ていき

たいというふうには思っております。

　総計と行革との関係でございますけれ

ども、総合計画審議会の中では、第４次

の行財政改革の内容というものについて

詳しくはお示しはしておりません。

　そこで、協働の精神からちょっと審議

会の方に示してないのはおかしいのでは

ないかというふうなことをおっしゃった

と思うんですけれども、ちょっと私ども、

この協働と審議会に対する行革の内容の

説明というのは、もひとつリンクをして

いるのかどうかというのは疑問に思うと

ころでございます。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　行革絡みのご質問

にご答弁申し上げます。

　総合計画審議会の中で、行革のことに

対する若干のご意見もございました。事

務局としての考え方といたしましては、

総合計画の審議会という場におきまして

は、総合計画のご議論をお願いしたいと

いうような説明をさせていただいており

ます。

　その説明をさせていただいた際に、そ

れ以上の議論としては進まなかったとい

う事実がございます。

　第４次行革の理念でございますけれど

も、五つの柱を一応掲載いたしておりま

す。そのうちの四つが、やはり内なる改

革であるというところを主眼に置いてお

ります。

　内なる改革が主眼ということで、我々

といたしましては、内なる改革について

は、まず内部で議論をし、内部でその方

向性を決定していきたいということで、

その策定においては、そういう趣旨で策

定をしてまいりましたので、ご理解をよ

ろしくお願いいたします。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　そしたら、順番に再質問

に入ります。

　最初の１点目の、今度の策定過程にお

いて、さまざまな形で取り組みをされて

きたという、これをどう生かしていくか

という問題であります。

　私としては、協働の問題もそうなんで

すけれども、結局、どんな方針をつくっ

ても、今回、全職員に近い形でもんでき

たわけでありますけれども、職員さんが

本気を出さなければ、幾ら協働とおっしゃっ

てもこれは進まないという思いがあるわ

けです。

　そういう中で今回の経過を見た場合に、

この２２名の方が市民会議に参加してい

ただいて、あれだけ膨大な意見をまとめ
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たり、思いの意見を出したり、その結果

として、２８名の総計審でまとめられた

という。

　大体予想はされましたけれども、この

人口移動に関するアンケート、転入・転

出の方へのアンケートを、この間、議会

の論議を踏まえていただいて今回とられ

ました。違った意味で、いろんな角度か

らできる範囲、そういう市民の意見をつ

かみながら事を進めたという点では、そ

れはちゃんと了としているわけです。そ

ういうとこをいかに生かすかという問題

であります。

　そこで、ちょっと一番最初の出発であっ

た、２年前の１０月、１１月に取り組ん

だまちづくりに対する市民意見ですね、

少し紹介しながら２回目の質問に入って

いきたいと思うんですけれども。

　ここで、行政としては、この策定に役

立てることと、これ、市民会議の意見の

公募をし、人材確保につなげていきたい

という目的で意見聴取されました。

　その中でおっしゃってるのが、１０６

件の意見があるわけです。大体、１０年

後のまちづくりを考えた場合に、これ象

徴されてますのでちょっと紹介するわけ

ですが。

　最も多い意見として、都市基盤整備で

すね、自転車、歩行者、ベビーカーが安

全に通行できる道路整備、南北の地域間

格差の解消、市内の駅へのアクセスの悪

さと。

　２番目に最も多い意見は、都市核と緑

の環境整備、駅周辺の環境ですね。商店

街に元気がないという。水辺に対する評

価が余りされてないという。

　３番目は、市民主体のまちづくりで、

団塊世代の活用と住民の提案、人材の掘

り起こし、これ３点述べて、具体的な意

見としては、先ほど論議に出ておりまし

たけれども、摂津の小さなまちのよさを

いかに生かしていくのかという、摂津に

ふさわしい、市民とともに進めるまちづ

くりから進めていくのかということを強

調されてます。

　細かいことで申しわけありませんけれ

ども、正雀の方のご意見が載ってました。

　正雀駅前に引っ越して２５年、前と全

く変わっていませんと。駅前なのに自転

車、歩行者が入り乱れて通行、大きな事

故にならないのが不思議であると、こう

いうご意見あります。

　鳥飼上の方のご意見、ひとり暮らしの

おばあちゃんです。巡回バスを続けてほ

しいと。

　医療体制では、新しく保健センターで

きましたので、そこを活用して、摂津市

民の医療、保健問題についてすべてそこ

で集約されて、発信して、摂津の医師会

だとか、周辺の医療機関とのコンタクト

を、きちっと連携図っていくという、こ

ういう面では活用してほしいと。

　地域での住民相談窓口の設置など、こ

ういうのが最初の出発であった、市民意

見述べられてます。

　大体、ここに、僕はもう集約されてる

と思ってます。これをいかに、協働とい

うこともありますけれども、行政は行政

の責任を果たしながら事を進めていくの

かということだろうと思っていますが。

　そこで、今後の、この間の経過で携わっ

た方々の活用問題でありますけれども、

少なくとも、まちづくり市民会議、２２

名参加されました。この方々を今後どう

いう形で、この進行管理も含めてかかわっ

ていっていただくということについてど

うお考えなのか、一度聞かせていただき

たいと思います。

　先ほど諮っていただいた、この思いの

意見なども含めて、この２２名の方が、
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それぞれ立場違いますし、意見も違いま

すけれども、摂津のまちづくりに対する

思いがそこにぎっしり込められているわ

けで、これを受けとめてこたえるために

は、やっぱりそういう人材的なことも継

続的にかかわっていただくということが

大事だと思ってます。

　そういう点でどうなのか、ちょっとお

考えをお聞かせください。

　二つ目の人口問題、人口減少社会に向

けてのまちづくりという見方の問題です。

　確かに、人口減少を想定した場合に、

計画じゃないんじゃないかという、そう

いう風潮が日本全体まだまだあるわけで

ありますけれども、現実問題、ご紹介さ

れたように、人口問題研究所では、１．

３７で、今の出生率でいきますと、今世

紀末には４，６００万人という、日本の

人口が、言われているわけです、学者の

中では。

　２．０８を超えなければ今の状態では

いかないわけで、そこで、先生おっしゃっ

てるのは、最低１．７５の出生率にする

努力を、いわゆる子育て支援ですわね、

これ基本にして減少社会に向かっていく

というところを述べられているわけであ

りますけれども、減少になった場合にい

ろんな構成も変わってきます。

　この前、ある議員さんおっしゃってま

したけれども、鳥飼のあの地域では、自

分の住んでる地域では、現在、６５歳以

上の方が世帯の３割だと。１０年後を見

たら５割になるんだと。全体的には、そ

の１０年後は２５％で、４軒に１軒であ

りますけれども、地域的に見たら、やっ

ぱり半分を過ぎるという事態も迎えるわ

けで、そうした場合を考えた場合には、

住みやすさというキーワードで見た場合、

老人の方々のそういう地域も含めて、ど

う日常的に相談窓口からいろいろなニー

ズにこたえていくか、体制をつくってい

くかという問題になります。

　子どもさんの問題では、今、子育て支

援センター、多くの方が活用されてます。

茨木の方も活用されてます。しかし、安

威川以南にありませんから、なかなかこ

ういう地域間格差によって利用する方が

少ないという点で見ますと、ある方は中

学校単位、小学校単位ですね、こういう

高齢者の問題、それと子育ての問題、拠

点となる施設をつくって、きちっと日ご

ろからそこへ出入りして、相談者のこと

を進めていくという、こういうことも当

然言われているわけで、そういう住みや

すさというキーワードを見ますと、いろ

んな取り組み方があろうかと思うんです。

　ただ単に、この８万人という想定人口

の問題じゃありませんけれども、要は、

質を落とさないまちづくりをいかに進め

ていくのかという、キーワードは、当然、

少子化でありますから、子育て支援でそ

れをストップかけていくと、緩やかな流

れに変えていくと。同時に、お年寄りを

含めてすべての方が住みやすい状況をつ

くっていくという、こういうことになろ

うかと思いますけれども。

　改めて、この人口問題に対する見方に

ついて、もう少し突っ込んだ答弁をいた

だきたいと。

　経済産業省は、この本でいきますと、

２００９年１２月に、延長産業関連表か

ら見た我が国経済構造の概要というとこ

ろで、人口減少、高齢化によって、家計

諸支出について、２００７年、支出総額

は２７８兆円でありましたけれども、そ

れが２０３０年には２５０兆円に減少す

るという、こういう話をされてます。

　確実にやっぱり生産量も落ちてくるわ

けで、当然、そういう社会に向かう中で

は、国の税金構造も当然変わってこなけ
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ればできないわけで、いろんな変化もあ

りますけれども、もう一度、少し突っ込

んだ答弁をいただければと思います。

　協働のまちづくりの問題です。

　言葉の遊びは余りしたくありませんけ

れども、条例問題について答弁あったん

です。なかなか、これから始めるからそ

こまではという答弁でありましたけれど

も。

　例えば、ちょっと東京の狛江市をイン

ターネットで探ってみますと、ここが２

００６年にも一応つくっているわけです。

条例の説明文書もこういう格好でつくっ

ているわけです。

　先ほど申し上げたように、憲法で言う

地方自治体見ますと、自治体独自性とい

う点での団体自治と、住民の意思で物事

を決定していくという住民自治、二つの

要素が地方自治体ありますけれども、こ

れをしっかり文書として押さえつつ、こ

れまで進めてきた市民参加をさらに発展

させて、時代の要請であるこの協働とい

うところをより推進するために、市民参

加の手続と市民公益活動を行う団体と行

政との協働の手法について、基本的かつ

系統的なルールを定めたものということ

で説明されて、この条例が今進んでいる

わけです。

　だから、物事の順番も当然あろうかと

思いますけれども、こういう条例をつく

ることも含めて、まちづくり市民会議の

参加者だとか、当然、専門家も入ってく

ると思いますけれども、ぜひ早急に検討

していただきたいと思います。

　これ要望にしておきます。

　経済低成長の成熟化の時代という認識

の問題でありますけれども、余りるる申

し上げても、もう堂々めぐりになります

ので言いませんけれども。

　ただ、認識はお互いに一緒だと思うん

ですけれども、ちょっと数字申し上げま

すと、この経済成長の問題でいきますと、

ＩＭＦ、ＯＥＣＤのデータから作成され

て、いろんな学者が使っているデータで

ありますけれども、１９９７年から１０

年後の２００７年の比較であります。

　イギリスが７３．４％の雇用者報酬の

伸びですね。それを先頭にして、ドイツ

が１６．６％、日本はマイナス５．２％

ということで、唯一、七つの国の中で最

低だということであります。

　それで、ＧＤＰの伸びであります。

　これ、同じ１０年間で見ますと、カナ

ダが最大で７３．７％、１０年間で伸び

ているわけです。アメリカが６９％、イ

ギリスが６８．５％、フランスが４９．

６％、イタリアが４７．３％、ドイツが

２６．８％、日本は０．４％であります。

　こういう、最近よく学者が使っている

この１０年間の日本の経済状況について

も、やっぱりほんまであれば、ちゃんと

正確に大きな意味での経済変化につなげ

るならば、位置づけて文章化してほしい

なと思いますけれども、とりあえず、改

めてそういうことを申し上げておきます。

　地方分権の問題であります。

　ご承知のとおり、１９９３年の衆参両

院で地方分権の推進に関する決議が採択

されて以来、その後、９９年に地方分権

一括法の制定によってこの動きが加速さ

れて今日に至っています。

　自治体の総計上、なかなか詳しく述べ

られないというふうに思います。答弁で

も、方向、具体的中身についてはしっか

り見ていきたいという答弁でありました

ので、その文書の中に云々ということは

申し上げませんけれども、これも、協働

をつくっていく意味でのいろいろ阻害要

因となる可能性もあります。

　先ほど申し上げた、今の深刻な事態を
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つくっているこの構造改革路線はやっぱ

り転換していくんだと。そのことによっ

て、この地方自治体の本旨を守っていく

んだという立場に立っていただきたいと。

　安心して暮らせる住民サービスの充実

と生活基盤の整備、地域経済の振興、雇

用の確保で元気な地域づくりを進めてい

くという、そのための財源保障を軸に、

自治権を拡充すべきだと思ってます。

　そういう認識はぜひ持っていただいて、

地方分権時代に負けずに頑張っていただ

きたいということを申し上げておきます。

　最後の、総合計画と第４次行革の問題

であります。

　自然に考えて、僕らは、第４次行革の

中身が、これまで一緒に築いてきた市民

財産をどんどん廃止・縮小して削ってい

こうとしていると。その結果、そういう

使い勝手の悪い状態で、その後６年間、

総計のまちづくりを進めていきなさいと

いうことになるんじゃないですかと。だ

から、少なくともこういう方向について

説明して、きちっと意見を申し上げると。

ただ単に説明だけでは僕わからんと思う

んです。

　今回、まとめた方にも申し上げました

けれども、わずか一月でパブリック・コ

メントということで意見をいただいて、

まとめるということでは、やっぱりそう

いうやり方は僕あかんと思うんです。

　参加人数少なくなったとしても説明会

開いたり、基本的にやっぱり行革の問題

でありますから、そういう手法をしない

でやってきたわけでありますけれども、

先ほど申し上げたように、同時並行で行っ

ているやっぱり総計審にはきちっと説明

して、こういうことを行政やろうとして

るけれども、ご意見どうですかというこ

とをやっぱり拝聴することが僕大事だと

思うんです。

　そういうことをしないで、この総計を

まとめてきたという行政の姿勢こそ、僕

はちょっと問題だと思うんですよ、はっ

きり言って。

　公室長の方からきちっとご答弁いただ

きたいと思います。

　もう１点、１０年間は短いです、改め

て。狛江市では、１０年間の総合計画で

ありますけれども、前期基本計画、後期

基本計画というのがありまして、期間は

一緒なんですよ、だからそういうやり方

もあるなと思って。より身近に想像でき

る推計年数の中で物事を論議し、判断し

ていくという、そういうことかと思いま

すけれども、実施計画に近い形でこの基

本計画をつくって物事を進めていくとい

う市もあるわけでありますけれども。

　そういう短い１０年間でありますので、

改めてお聞きしますけれども、立ち位置

をしっかりしていくという点で見ますと、

１０年後に、今の摂津市の行政水準をい

ろいろ見ていただいて、例えば、公共料

金の水準がどうなのかとか、公営住宅の

比率だとか、交通事故の件数だとか、い

ろんな切り口はあると思いますけれども、

そういういろんな意味での、すべての分

野の行政水準をきちんと把握されて、こ

れを１０年後にはこういう数字にしてい

くんだと、結果としては。おっしゃって

る、この基本構想から基本計画までの七

つのまちづくり目標、１４の政策、５０

の施策ということで、具体的に目標値の

数字も入ってますけれども、こういうこ

とを、そのためにできるんだという関連

性のある問題でもありますし、その１０

年間という短い期間で見た場合、そうい

う行政水準の現状についても、文章化し

なくても結構ですけれども、やっぱり資

料としてちゃんと分析して持っていただ

いて、結果として、総計進んだら、こう
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いう項目がこうなるんだということもやっ

ぱり頭に入れていただいて進めていくと

いうことが大事だと思ってますけれども、

その点どないでしょうか。

○三好義治委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　私の方から、まち

づくり市民会議の委員さんの今後の進行

管理への参画についてご答弁申し上げま

す。

　先ほどもちょっと申し上げましたけれ

ども、今後の進行管理、検証を我々だけ

でということにはならないというふうに

は思っております。

　ですから、今後、まちづくりについて、

やはり地域、地域のキーパーソンの方に

参画いただくということは非常に大切だ

と思ってますので、このまちづくり市民

会議の２２名の委員さんも、やはり今後、

総計の進行管理、また、検証をする中で

は、その対象の方には入ってくるとは思

いますけれども、そのまま同じメンバー

の方になるかどうかというのは、今後の、

もう少し広がりというふうな形で持たせ

た方がいいのかなと考えておりますし、

どの方に入っていただくかということ、

それから、どんな方法で集めるかという

ことについては、もう少し検討させてい

ただきたいというふうに考えております。

　ただ、市民会議の方につきましては、

やはり今後のまちづくりにとってキーパー

ソンとなっていただく方だというふうに

は思っております。

　人口問題についての見方をもう少し突っ

込んでということなんですけれども。

　今の段階で、この現状の、例えば８万

４，０００、もう８万４，０００切って

おりますけれども、ここを必ず維持しま

すということは、これは言い切れません、

正直申しまして。

　ただ、先ほど、野口委員もおっしゃい

ました子育て支援、このあたりは、摂津

市で子どもをお産みになる方とやっぱり

非常に相関関係は深いと思いますし、ま

た、住みやすさというのは、これは高齢

者に限らずすべての世代にとって非常に

重視されていること。これにつきまして

は、人口移動に関する調査、転入・転出

者のアンケート調査によって明らかになっ

ております。

　ただ、先ほども申し上げましたが、やっ

ぱり住居関係というのが非常に難しい問

題がございます。

　我々としましても、何とかそこの打開

策はないかというふうなことでいろいろ

考えるんですけれども、そこについては、

やっぱり私財産というところが関係して

まいりまして、やはり私権との関係上、

相当難しいというふうに考えております。

　ただ、一方で、摂津市は昼間人口が非

常に高いというふうな特徴もございます

ので、そのあたりをもう少し、定住人口

も、税収とかを考えれば非常に大切なこ

となんですけれども、やっぱり今後の市

の活性化ということも考えましたら、市

域で活動する人口、いろんな活動をされ

る方がふえるということ、これは一つ摂

津市を元気にする要素になるのではない

かなというふうには思っております。

　いわゆる端的に言いますと、やはり市

民活動を支援するということが一つの大

きな課題になってくるのではないかなと

いうふうには思っております。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　人口のところの詳

細につきましては山口課長の方からご答

弁ありました。

　委員のご質問の中に、地域によっては、

１０年後、６５歳以上の方が５割を超え

る地域があるというような内容がござい

ました。
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　我々といたしましては、できるならば、

それがその地域の利点として職員はどう

コーディネートしていくかと。最近そう

いうマスコミ報道もいろいろございます。

過疎地域で、何十年ぶりかにお子さんが

できたと。そのお子さんお一人に対して

地域のお年寄りが倍以上といいますか、

もう１０倍以上の目でその方の見守りが

始まると。逆に言いかえれば、将来、も

し、地域が、それが危機的であるという

ふうにもしとらえておられるなら、我々

としては、それを一つの逆に売りとして、

先ほど、山口課長の方から、住居につい

ての問題はあるということでございます

が、そういう視点に立って、我々、コー

ディネートをしていけたらなというふう

に考えております。

　それと、総合計画の１０年後の水準な

り数値のところでございますが、基本計

画の中におきまして、実現する姿を確認

する指標というようなことで、いろいろ

ございますが、これは参考資料でござい

ますけれども、その中でそういう数字を

上げて、今後、基本計画の中では、先ほ

どからいろいろございましたご要望も含

めて、我々として、可能なものはこの基

本計画の中に入れていきたいというふう

に考えております。

○三好義治委員長　市長公室長。

○羽原市長公室長　行財政改革との関係

ということでございます。

　今回の総合計画審議会は、もちろん、

市民会議を経て、いろんな市民の方のご

意見をベースにしながらまとめた案をご

議論いただき、答申をいただくというこ

とを審議会の主な目的・任務ということ

で開催をさせていただいております。

　行財政改革は、この変化の激しい時代、

特に、財政非常に厳しい見通しを持って

いる中で、継続可能な行政としてどう運

営をしていくかということを基本的なテー

マとして作成をいたしました。

　もちろん、関連するものがあると言え

ばあるかもしれません。それぞれ目的意

識、対象となる事柄、おのずと違います

ので、これは別の議論としてご議論をお

願いしたということでございます。

　ただ、総合計画につきましても、いろ

いろご審議、ご意見をちょうだいいたし

ておりますけれども、我々といたしまし

たら、やはり行政としてのはっきりとし

たスタンスをお示しながら、今後、協働

の取り組みはしていく必要があるという

ふうには考えておりますので、よろしく

ご承知をお願いいたします。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　人口減少問題に対する取

り組み方の中で、先ほど、１．３７とい

う全国的な平均の出生率に加えて、摂津

は１．４１という話がありましたけれど

も、これを１．７５に引き上げれば、緩

やかな減少にとどめて、その中で一定規

模のまちづくりができるんだという話を

しましたけれども、この人口問題の増減

は、当然、地方自治体レベルではできな

い話でありまして、いろんなファクター

が当然ありますけれども、改めて、少子

化対策というところを、その１０年のま

ちづくりの基本に据えて、それを前提に、

質を落とさないまちづくりをぜひ進めて

いただきたいと。

　冒頭、職員の本気度という言葉を使い

まして、あれですけれども、やっぱりい

ろんな公共的な活動に日ごろやってる方々

は近づきやすいという面もありますけれ

ども、より多くの市民の方々が参加して、

行政全体としてまちづくりを進めていく

ということをするためには、やっぱり要

求だと思うんですわな。

　ある人はこんなことをしてほしい、こ
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んなことをしたいという、こういう要求

ニーズをやっぱり使う現場に、システム

上、市の職員が行かなければ事は始まら

ないと僕思います。

　そういう点で、いろんなこれからの協

働について、いろんなことを研究されて

一緒に進んでいくだろうと思いますけれ

ども、以前、一度、小学校区単位のまち

づくり委員会という話も質問に上げたこ

とありますけれども、こういう日常的に

市民のご意見を聞く場所をつくることも

含めて、取っかかりをどうつくっていく

かということで、ぜひこの小学校区のま

ちづくり委員会的なものを、これ、一応、

三鷹方式になりますけれども、ぜひ検討

すべきだと思いますけれども、いかがで

しょうか。

　それと、最後の、第４次行革の総計審

に対する説明の不十分の問題であります

けれども、やっぱり、僕、徹底的にそう

いうご意見を聞く立場に立つべきだとい

う視点から質問しているわけで、改めて

人を集めて、説明しますから来てくださ

いということはありませんから、並行し

て、分野は違うかもしれないけれども、

今後のまちづくりに大きな影響を与える

行革を今進めようとしてますよと。徹底

的にやっぱりその場で頼って、いろんな

意見を聞くと、僕、大事だと思ってるん

ですよ。

　だから、先ほど申し上げたように、ぽっ

とつくって、いろいろ庁内では検討され

たと思いますけれども、僕らが説明して、

意見をいろいろ上げてもらうという。

　行政がほんまに意見を聞く立場に立て

ば、意見を聞くためにどういう手順を踏

んで、どういうことをすればいいかがはっ

きりわかってくると思うんですよ。

　だから、そういう位置づけでこの質問

をしてるわけで、改めて徹底的に協働と

おっしゃるならば、最低そういう視点は

持って物事に対応していただきたいとい

う問題を含んでますよということを申し

上げて質問を終わります。

○三好義治委員長　羽原公室長。

○羽原市長公室長　今回の総計を進めて

いくのに当たりまして、職員の本気度が

必要だと。これはそのとおりだと思いま

す。

　少なくとも、やはり、これを実現して

いく過程の中では職員の理解、職員の立

ち居振る舞いが変わる必要があるんだろ

うなというふうには思っております。

　その中で、例えば少子化対策、これを

どういうふうに進めるんだという、そう

いうニーズのあるところにやはり職員が

要るというご意見でございました。

　それは一つの、確かにそのとおりとい

うふうに思うわけです。ただ、市内全域

考えますと、少子化対策、子育て支援と

いうことをニーズとしておられる方もお

られる。また、別のところでは高齢者対

策を必要としている、福祉介護の分野で

何とかしてほしいと必死に思っておられ

る方もおられると。市民それぞれにさま

ざまな日常の苦痛、不便からさまざまな

解決方向をベクトルとして求めておられ

る。

　これらをじゃあ行政としてどういうふ

うに整理し、一つひとつの施策にしてい

くのか。

　なおかつ、例えば少子化であれば、昔

であれば、例えば子どもの問題といえば

保育所を建てれば一定片づいていった。

ところが、現代になりますと、保育所だ

けでは片づかない。例えば、子どものこ

とであると虐待の問題、個々の家庭の中

身まで入っていくような行政サービスが

必要とされてくる。

　そういうふうに質が随分変わってきて
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おりますんで、今までの行政の施策展開

だけではなかなか現実には市民の方が必

要とする行政サービスをバランスを取り

ながら、均衡も考えながら展開すること

が非常に難しい時代というふうに考えて

おります。

　そういう意味で、やはり行政だけが公

共サービスを担うということではなくて、

それぞれ地域にお住まいで、それぞれニー

ズをお持ちの市民の方もそこで参加をし

ていただく。知恵も力も貸していただく

ということがこれからの政策展開では必

要であろうというふうには考えておりま

す。

　ただ、そのときに、今、三鷹の例とい

うことでお示しをいただきましたけれど

も、三鷹市などは関東でもかなりそうい

う市民活動が随分前から盛んに行われて

おりまして、そういう素地、基盤、一定

の行政と市民の間の共通認識、それなり

に形成されてきておるんだろうなという

ふうに思います。私どもは残念ながら、

これからその第一歩を踏み出していきた

いと。この総合計画を一つの礎にしなが

ら、第一歩をここから踏み出していきた

いというふうには考えております。

○三好義治委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　戦後、一時期を除いて、

さきの総選挙まで政権を担当してきた自

民党政権が崩壊をした大きな理由は、私

はやはり小泉構造改革の失敗にあったと

思うんですね。

　そういうことで、自民党の政治に失望

された国民が民主党に期待をして民主党

政権が誕生した。

　しかし、民主党もいろいろ矛盾を抱え

る中で支持率はやっぱり上下移動してお

りますけれども、やっぱり、そういう国

民の政党に対する期待がどんどん裏切ら

れていって、みんなの党に票が行ってし

まうというような傾向が昨今の政治状況

だと思います。

　そういう点では、国の政治の動向が地

方自治体の運営に大きく影響しているこ

とは間違いないと思うんですけれども、

そういう中で、今日まで摂津市において

は、やはり１次から３次までの基本構想

をつくってまちづくりを進めてきたんで

すけれども、その総合計画基本構想につ

いても、一時期、やはり現実と構想と大

きくかけ離れてしまって、やはり軌道修

正すべきではないかというような意見が

議会のほうからも出てくる時期もありま

した。

　そういう点では、やはり、こういう総

合計画の基本構想というのはやっぱりしっ

かりとしたものをつくっていかないけま

せんし、そういう中では、今回は従来の

ようにコンサルを入れないで、やはり手

づくりのという総合計画基本構想をつくっ

ていこうとされていることについては私

は大いに敬意を表したいと思いますけれ

ども、そういう状況の中で、昨今の市の

いろんな行事、先般の体育協会の４０周

年、あるいはまた地区の体育祭などで市

長が盛んに協働という言葉を使われてお

ります。

　この協働という言葉は古くて新しい言

葉でしてね、私は十数年前に今の吹田の

市長の阪口さんが府会議員時代、一緒に

選挙を戦った経緯の中で、阪口さんが協

働という言葉を使われたときに、非常に

私は新鮮な衝撃を受けました。

　しかし、その協働という意味について、

なかなか自分でいろいろと理解をするの

には時間がかかりました。いまだにまだ、

その協働という意味について十分自分が

承知をしておるかといいますと、それは

やはり自信がありません。

　そういう中で、協働、先ほど来、議論
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をされておりますけれども、協働はやは

り、市民、事業者、あるいは行政がそれ

ぞれの役割分担をやっぱりはっきりして

いくべきだと思うんですね。

　いろいろ議論をされておりますけれど

も、やはり市民の役割、あるいはまた事

業者の役割、行政の役割ということにつ

いて、具体的にどういうものであるかと

いうことは、やっぱり事業仕分けではな

いですけれども、仕分けはやっぱりして

いかないかんと思うんですね。

　ただ、言葉の遊びであっては私はいけ

ないと思います。実際にやっぱり協働は

市民はここから、はっきり明確には区分

けはできませんけれども、このことにつ

いてはやっぱり市民の役割ですよと、こ

のことについては事業者の役割ですよと、

このことについてはやっぱり行政の役割

ですよということの仕分けをして、やっ

ぱり市民にも示していかないとなかなか

市民にとって協働という言葉を受け入れ

ることは非常に私は困難だと思います。

　そういう点では、そういう事業仕分け

を私はやっぱりすべきだと思うんですけ

れども、その辺のことについて担当者の

ほうで意見をお聞かせ願いたいと思いま

す。

　また、新しい公共空間の図を見ますと、

やはり公共の分野が大きくなって行政の

分野が小さくなって行ってるということ

は、これは果たしていいことなのか悪い

ことなのか、決して行政が公共のほうに

丸投げをしてしまうというような形になっ

てしまっては、私は何をか言わんやで行

政の主体性というものはなくなってしま

うと思いますし、その辺のことについて、

その分野がどういうことであればいいん

かということについての、市の一定の見

解をお聞かせ願いたいと思います。

　それから、市民憲章とか都市宣言の問

題、先ほどもおふれになりました。私は、

やはり市民憲章というもの、あるいは都

市宣言というものは、やっぱり非常に行

政にとって重いウエイトを占めたものだ

と思うんですけれども、ややもすれば森

山市長になって人間基礎教育が前面に出

て、そういう憲章とか、あるいは宣言が

後ろに回ってしまったという、私は個人

としてそういう印象を持っています。

　なるほど、人間基礎教育は大事な問題

です。そういうルールを守れる人間をつ

くっていくという点ではやはり人間基礎

教育というのは必要ですけれども、これ

は人間の心の問題であって、実際の行政

運営の中ではやはり憲章とか、そういう

宣言が最優先されるべきものだと私は考

えております。

　その辺の宣言と人間基礎教育に対する

担当者としての見解をお聞かせ願いたい

と思います。

　それから、人口問題、８万人を目指す

ということで進められようとしておるん

ですけれども、私が議員になった昭和４

０年代、非常に摂津市は人口急増でドー

ナツ化現象が起こってまいりました。

　そういう点では、当時の井上市長の方

針として、一小学校区、一幼稚園、一保

育所という形でどんどんそういう学校教

育施設の整備を進めていって、生活環境

の整備はちょっと後回しにしたという時

代があったんですけれども、そのことが、

やはり若いお母さん方が摂津市で子ども

を産んで、０歳児乳幼児の無料化もある

し、そういう施設も整っていっていると

いう形で、多くのやっぱり若いお母さん

が摂津市へ来られました。

　その時点では、やっぱり人口がどんど

んふえて、いっときは８万７，０００ま

でいきましたね。

　少子高齢化というのは、今、急に始まっ
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たことではなしに、やはりもう相当以前

から進んできておりますし、そのことは

やっぱり予測をして私は対策を講じてい

くべきだと思いますし、そういう点では、

そういう人口がふえる要素として子育て

が安心してできる摂津という形で過去に

おいて人口がふえたように、やっぱり摂

津市としてもこれから人口をふやすため

にどういう方向性を持つべきかというこ

とをもっと明確にしっかりと私は示して

いくべきだと思うんですね。

　そういう点では、井上市政のいい部分、

悪い部分、いろいろありましたけれども、

やはり、そういう点で私は人口という問

題については、あの当時の政策は誤りで

はなかったと思ってますし、やはり、そ

ういうことも過去にあって、議会も一緒

になって超過負担の解消を求める特別委

員会をつくって、国の方にも陳情に行き、

行政と一緒になって陳情したという経緯

もありますし、そういう形で、やっぱり

行政と議会、市民が一体となって取り組

むという姿勢を示していくべきだと思う

んですけれども、その辺のことについて

お聞かせ願いたいと思います。

○三好義治委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、まず、

市民、事業者、行政の役割をきっちりと

仕分けるべきではないかということでご

ざいます。

　本日の、審査の対象ではございません

が、第４章の計画の推進に向けというと

ころにおのおの協働を実現するまでの役

割として、大方の役割を、市民の役割、

事業者の役割、また行政の役割として示

しております。

　ただ、事象によりまして、すべてこの

形でいけるかどうかというのはわかりま

せんけれども、どのような問題に対して

も、ある一定、この３７、３８ページに

示しております役割というものが当ては

まるんではないかと考えておりますけれ

ども、今後、やはり市民、また事業者の

方との協働を進めていくに当たりまして、

おのおの各担当部署においてまず一義的

には進めていくということになりますの

で、その実情に即した形でうまくその役

割を分担できるように、今後とも、この

協働というふうなことについてもう少し

認識を深めていければなというふうに考

えております。

　そのために、まず協働の、やはりもう

少し詳しい指針というものを、やっぱり

今のままではおのおのやっぱり描くとこ

ろはあるんですけれども、なかなか、じゃ

あどこで一致するんですかというふうな

ところがちょっと不明確かなというふう

には思いますので、やはり、協働の原則

とまでは言いづらいんですけれども、ま

ず対等の原則といいますけど、対等とは

どういうことですかということ。

　それから、自主性の尊重、いわゆるそ

の団体、活動される方の自主性をやっぱ

り尊重しましょうということ。

　これについては、やっぱり自主性の尊

重って一体、実際にはどういうことです

かと、こういうこと。

　それから、先ほどからも言われており

ました自立ですね。自立化の原則。やは

り、自立を促すということも必要でござ

います。

　それから、やはり相互理解を、信頼関

係を構築するということですね。これも

必要なことであると思います。

　あと、一番大切なことが、課題と目的

の共有という、いわゆる、これだけを共

有しておけばおのおの立場が違え、また、

活動の仕方が違っても、そのことについ

ては、やっぱりしっかりと進んでいくの

ではないかというふうに思います。
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　例えば、私ども、平成１８年に子ども

の安全安心都市宣言ということをしまし

たけれども、これ一つとりましても、こ

の子どもの安全安心を守るということに

つきましても、立場は、警察もあれば、

地域の方もおれば、親御さんもおれば、

行政もあれば、いろんな立場の違いがあ

ります。

　おのおのの立場の違いを超えてある一

定の緩やかな連携の下に、その目的、課

題を解決するためにおのおのの立場でで

きることをやりましょう。

　ですから、動き方もそれぞれ違った動

き方でもいいですよというふうなことも

含めて、しっかりと職員の研修にも当た

りたいと思いますし、また、市民の皆さ

んにも、これ研修ということではないで

すが、こういう形でどうでしょうかとい

いますか、特にこれ、強制ではありませ

んけれども、市としてはこういうふうな

形が望ましいんではないかというふうに

考えてるというようなことをいろんな機

会をとらえてお示しをしていければなと

いうふうに考えております。

　それから、行政の分野、小さくなって

るというふうなことで、この辺の新しい

公共というふうな定義の中で、行政と市

民、それから、協働のあり方といいます

か、どのような形が一番よいのかという

ふうなことであったかと思うんですけれ

ども、今現在、やはり公共サービスやっ

ぱり非常に拡大をしております。

　我々、行政としましては、それにすべ

て対応しなければならないというふうな

形で、すべてにわたって何とかというふ

うなことで考えてきましたけれども、そ

の結果、やはりこれは中途半端になって

もいけませんので、今後はやはり新しい

公共空間の中で市民、また活動団体、ま

た事業者の方々と、その領域においてで

きることをやっぱり分かち合うというふ

うなこと。そこで調和を図っていくと。

そのことによって、いろんな行政サービ

スのあり方を提供していけるという、そ

ういうふうな形がやっぱり好ましいので

はないかなと。

　やはり、行政一辺倒、また市民さんの

活動だけでなし得ることというのはやっ

ぱり少ないのかもしれません。やはり、

そこには行政が一定の補完をすべきとこ

ろ、行政がもちろん主導していくべきと

ころ、これさまざまなことがございます

けれども、やはり、これらの皆さんとあ

る事象について何がお互いできるのかと

いうことを率直に話し合う。

　例えば、地域に出向いて意見を聞くと

いうことも、それは一つの方法でありま

すし、その意見を聞くという中で往々に

して行政と市民さんの中では懇談会とか

という形では持たれますけれども、実は

話し合いといいながらも言い合いになる

こともございます。

　本来的には、やはり皆さんのご意見を

お伺いする、また、行政としても行政の

意見を言う。その中で、やはり、これは

話し合いというのは、実は聞き合い、お

互いの意見の聞き合いという場に持って

いきたいというふうに考えております。

その中で、新しい公共空間をやはり協働

の空間としてしっかりとつくっていきた

いというふうに考えております。

　それから、市民憲章、それから都市宣

言と人間基礎教育とはどうなのかという

ことでございます。

　ここの部分については公室長からもご

ざいましたとおり、私どもとしてもどの

ような書き方をすればいいのかというの

は非常に悩みました。正直のところ悩み

ましたけれども、やはり、この市民憲章、

これについてはやっぱり今後のまちづく
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り、摂津市はどのような形がいいのかと

いうことは市民の皆さんの心の中に非常

にわかりやすい言葉で、特にみんなで、

みんなで、みんなでという言葉がすべて

入っております。

　やっぱり、これは非常にわかりやすい

言葉で皆さんの心の中に摂津市、今後、

こんな方向に行きたいねというふうなこ

とを共通認識を持っていただくためのも

のだと思っております。そういう意味で

は、やはり今後のまちづくりにとっては

非常に重要なもの。

　都市宣言自体は、これはそのときの時

代時代の課題をとらえて出されるもので

ありますけれども、これとて、一回都市

宣言をしたからといって、その後、埋没

するようなことがあってはならないとい

うことで、ここで改めてやはり市民憲章

と都市宣言というのは、やっぱり今後の

まちづくり、必然的にまちづくりを進め

るためにとても大切ですよというような

ことで、改めてここで挙げさせていただ

いているということでございます。

　これと人間基礎教育というのは、もち

ろん関係ございます。というのは、やは

り、これはそれを実践していくのは人で

ございますから、その人が、これは当然

のことながら、これらの５つの心を持っ

た人づくりというのは大切ですよねと。

それがやはりすべて両方にもかかってき

ますよねということ。

　どちらが上である、下であるとか、こ

ういうことではないと思います。これは、

同じフラットな面にあるべき問題である

とは思います。ただ、やっぱりまちづく

りの根底はやっぱり人ではないかという

ふうに考えております。

　それから、人口でございますけれども、

確かに以前は保育所をつくって、子育て

に手厚い摂津市ということで人口が非常

に伸びたというふうなことは私も伺って

おります。

　現在の状況で、特に、人口をふやすと

いうのは、これはちょっと非常に至難の

わざであろうし、また、今の現状をやっ

ぱり８万４，０００弱を維持をするとい

うことについても、これは非常に難しい

というふうには思います。

　ただ、黙ってそれを、減少するのをやっ

ぱり手をこまねいて見ているというわけ

ではございません。何かやはり、今現在、

この施策でというふうなことについては

なかなか申し上げることはできませんけ

れども、何とか現状からなるだけ減少を

最小限にできるような方策について関係

所管とその施策展開について協議をして

いきたいというふうに考えております。

○三好義治委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　協働という問題ね、先

ほど言いましたように、市民の役割、あ

るいはまた事業者の役割、行政の役割、

これを明確化するということは、言葉と

しては簡単ですけれども、実際、運用面

の中でそれをどう区別していくかという

と非常に難しい問題だと私は思うんです

ね。

　えてして、やはり市民も時にはエゴが

出る場合があります。そういうエゴを超

越をして行政とお互いにまた話し合いを

しながら、行政としてはここまではでき

ますよと。あと、この辺については市民

の皆さんのほうで一つ取り組んでもらい

たいということ。

　やっぱり、その範囲をどんどん変えて

いくということは私はあってしかるべき

だろうと思うんですね。

　やはり、エゴばっかり聞いとったら、

どんどんそっちの方が膨らんでしまいま

すし、やっぱり、そこに行政の指導性と

いうものが当然あってしかるべきだと思
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いますから、それが膨らんだりへっこん

だりすることは私はありだと思います。

　だから、そういう点では、協働という

ことについてお互いにやっぱり共通認識

を持って、譲るところは譲っていく、負

担するところは負担をしていくというよ

うなやっぱり事業仕分けをきっちりこれ

からやっていくべきだと思うんですけれ

ども、その辺のことについて、もう一度

市の意見を聞かせてもらいたい。

　３７ページから協働を実現するための

役割、いろいろ書いてますけれども、こ

れが果たして、ほんなら市民にストレー

トに入っていくかといえば、なかなか入っ

ていかない部分がたくさんあると思うん

ですよ。

　これは、実際体現していかなければ実

現できるものではありませんし、そうい

う点では、そういう体現する機会をどう

持っていくか。行政がどういう指導性を

持ってそういう機会をつくっていくかと

いうことも行政の主体性、主導性として

もやっぱり私はやっていくべきだと思う

んですけれども、その辺のことについて、

もう一度認識をお聞かせ願いたいと思い

ます。

　人口問題は、先ほど申し上げたように、

過去８万７，０００までいった人口が８

万４，０００。いっときは、やっぱり摂

津市として１０万都市を目指すんだとい

う大きなテーマで取り組んできた経緯も

あります。

　確かに、少子高齢化でそれが狂ってく

るということは私は当然ありだと思うん

ですけど、それをどう食いとめていくか

ということについて、やはり、先ほど申

し上げたように、やっぱり摂津市として

人口をふやすためにはどうしたらええん

かというようなことについても具体的に、

やっぱり案を持って市民に示していくべ

きだと思うんですけれども、その辺のこ

とについて認識を願いたいと思います。

　子育ての問題でね、きょうも朝、鳥越

さんとかコメンテーターが出て、朝のモー

ニングショーでやってましたけれども、

非常に今の若いお母さん方、子育てに悩

んでおられて、ギャルママ協会、そうい

うものをつくって、お互いに今の苦労し

たようなギャルのお母さん方が育児の悩

み、子育ての悩み、いろいろと横の連携

を取りもって取り組んでおられるという

ケースを見ました。

　やはり、あんなん見てると、今の若い

人もまんざら捨てたものではないなと。

やはり、いろんな分野で子育てについて

真剣に考えてるねんなということも感じ

ましたし、そういう点では、そういうやっ

ぱり動きが出てくるようなことも、やは

り行政として仕掛けていくということも

一つの、私は子育て、あるいは人口増に

つながっていくものだと思うんですけれ

ども。

　そんなことについて、やっぱり、今の

子ども手当、児童手当が決して私は間違

いだと思いませんけれども、やはり、お

金の使い道、現金で渡すということも、

それは一定部分あってもいいと思うんで

すけれども、そういういろんなところに

対する手当をしていくことによって、そ

ういう子育てを前に進めていくという方

向性も私は考えていくべきだと思うんで

す。

　そういう点では、摂津市独自のそうい

う子育てのお金の使い方について、何か

行政のほうでお考えがあればお聞かせ願

いたいと思います。

○三好義治委員長　羽原公室長。

○羽原市長公室長　まず、行政と市民、

事業者、それぞれの役割分担というご質

問です。
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　現在、私ども考えておりますのは、や

はり行政がさまざまな諸問題を解決する

に当たりまして、やはり一つはコーディ

ネートをしていく。こんな問題がありま

すということをまずはっきりさせる。

　それについて、それぞれいろんな団体

さんがおられれば、それぞれのノウハウ、

力量、資金力、いろんな問題があるかと

思いますけれども、そういうのを知って、

見きわめながら、参加、協力、連携とい

うことを行政としてやはり打ち出してい

く、コーディネートしていくというのが

一つは行政としての果たすべき役割であ

ろうかなというふうに思います。

　行政と市民の方、事業者、それぞれが

お互いにもたれ合う関係ではやはり駄目

であろうと思いますし、行政としては行

政としてのやはりきちっとした方向性、

スタンスはお示しをしながら、ただし、

それを絶対視するんではなくて、議論の

過程ではやはり見直しもし、再検討もし

ながらコーディネーターとして機能して

いくということはやはり求められるもの

だろうというふうには考えております。

　特に、まだまだこれからという段階で

ございますんで、いろんな行政の各分野

におきましてそれぞれこれから解決すべ

き諸課題、あろうと思いますから、特に

立ち上がりにおいては行政がいかにうま

くコーディネートをし、それぞれの参加

者の力をいかにうまく発揮をしていただ

けるような調整環境をつくっていけるか

ということが最初は大変重要なことにな

るんではないかというふうに思っており

ます。

　それと、人口の問題です。８万、これ

は今回の基本計画では目標値というより

は推計値ということで、現状、我々の持っ

ている情報を組み合わせますと１０年後

には８万を一定の推計をいたしておりま

すということで掲げております。

　当然、それ以上の人口を目指すという

ことになりますと、まちの魅力というも

のをつくっていかなければならない。こ

れ、どういうふうにつくっていくかとい

うのが大変大事なことになろうかと思い

ます。

　まちの魅力というものをどう考えるか

ということになろうかと思いますけれど

も、本市の場合、特段の観光地があった

り有名なところがあったりするわけでは

ございません。非常に平たんな小さなま

ちということでございますんで、このま

ちの中でどういう魅力をつくっていくの

かということになろうかと思いますけど、

やはり、市民会議でもご議論ございまし

たし、今回の審議会でもご議論ございま

したけれども、やはり人と人が結びつく、

人と人がお互いに非常に近い関係で暮ら

せるまちということが摂津の魅力の一つ

ではないかというご意見がございました。

確かにそのとおりだと思いますし、人と

人の関係性を本市のまちづくりの魅力の

一つにしていきたいというふうには考え

ております。

　ですので、決して有名なところがある

わけではございませんけど、住んでおら

れる方が住みやすいよと、ここやったら

本当に住みやすいいいまちやよって言っ

ていただければ、当然、そういうことを

お聞きになった方は一度住んでみようか

というふうなお気持ちにもなるでしょう

し、一度住まわれれば、やはりずっと住

もうというふうなお気持ちにもなると思

います。

　そういう関係性、人と人の関係をつく

るためにも、私どもといたしましたら、

協働という一つのことを踏まえて、やは

り新しい行政と市民と事業者の関係をも

う一度つくり上げていきたい。お互いに
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力を出し合いながら暮らしていく、この

まちで暮らしていくという関係をつくっ

ていきたいなと。

　一つ、ちょっとこれがわかりやすいか

どうかわかりませんけれども、新しい公

共がつくり出す社会は、すべての人に居

場所と出番があり、皆が人に役立つこと

の喜びを大切にする社会であるという表

現がございます。非常に素朴な言い方で

はありますけれども、それがわかりやす

い言い方なのかなというふうに考えてお

ります。

　その中で、子育ての問題がございまし

た。確かに、本市が市制を敷いた前後に

は、子育て施策、福祉施策を打つことに

よって非常に多くの方が市域にお住まい

になられて、摂津市が大きく伸びたとい

う時期というふうに思います。

　ただ、先ほど申し上げましたように、

子育てというのも非常に市民要求の中身

が変わってきておるということがござい

ますので、どういう具体的な細かな施策

を打てるのか。

　逆に言いますと、市民の方は具体的な

どういう施策を必要としておられるのか。

それは、行政の職員だけが考えるんじゃ

なくて、やっぱり当事者である市民の方

のご意見も伺いながら、一緒になって知

恵を出し、取り組みをしていくという仕

組みをつくっていきたい。それが一つの

協働のスタートであろうかというふうに

考えているところでございます。

○三好義治委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　あと、実態面で意見と

して申し上げるんですけど、今、公室長

のほうから答弁があったように、市民の

出番があるという話もあったんですけれ

ども、実態面として果たしてどうなのか

ということを考えたときに、今、自治会

の組織率はそんなに上がっておりません

し、どっちかというと落ちていってると

思うんですね。

　というのは、やはり役が回ってきたら

パートにも行かれへんし困るということ

で役を受ける人がどんどんいなくなって

しまって、それこそ抽選をしてみたり、

順番に回していったり、それが今の自治

会の実態ですわ。

　やはり、自治会というのは行政と大き

くかかわってもらってる最大組織がそう

いう状況の中で、非常に弱体化していっ

ておる。

　その強化もやはり市としては考えてい

かなければならないと思うんですけれど

も、その姿が私たちには具体的に見えて

こないですし、そういう点では一番協力

してもらわないかん自治会との協働、こ

の辺のことについてはもっと深刻に、真

剣に考えていくべき時期に来てると思う

んですね。

　だから、いろんな面で今、市民は前に

出るということばかりではなしに、後ろ

へ下がるということも考えておられる方

がたくさんいらっしゃいますし、それを

後ろへ下がらずに一列に並んでもらうか、

あるいは一歩前へ出てもらうか、そうい

うことについて行政としてやっぱり指針

を与えていくということも私は行政とし

ての主体性としてあってしかるべきだと

思いますし、その辺のことについては、

今後、私が申し上げたことを、十分に参

考にしていただいて進めてもらいたいと

いうことを申し上げて終わります。

○三好義治委員長　ほかに。

　森内委員。

○森内一蔵委員　今回の第４次の総合計

画というのは、以前、第３次は１５年間

の計画ということで、今回、１０年とい

うことになったんですけれども、前回の

第３次のときは、やはり外的要因、いろ
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いろな周りの環境も含めて大阪府のほう

から人材をということで出向していただ

いて、確か担当理事を置いたと思うんで

すけれども、そういうような形で、今回

の総合計画というのは、なるほど摂津市

内の内容というのは市民会議等で２２人

の委員さん方からいろいろな意見をいた

だいてこういうふうな形で上がってきた

わけなんですけれども、今、大きく問題

になってるのは国の指針もあるんですけ

れども、大阪府の動向というのは、これ

は一番大きなものだと思います。

　特に地方分権なんかいうことで、これ、

１０ページに書かれておられますけれど

も、地方分権の中でも、今、ワン大阪、

大阪都構想というような形で、この摂津

も摂津区にするというような話もありま

す。

　そういうふうになってきたときに、１

０年というスパンじゃなしに、例えば来

年の統一地方選挙があって、いろいろな

形でどうなるかわからないというような

ものも含めて、やっぱり摂津のあり方と

いう、区になろうが統合されようが、摂

津というものをどういうふうな形で持っ

ていくかというのもこの総合計画の中に

は必要ではないかなと思うんですけど、

その点の考え方というものをお聞きした

いと思います。

　それから、地方分権に一番必要なもの

は何かということで、以前の総合計画で

は１０万都市を目指したい、これは人口

問題なんですけれども、１０万都市とい

うのは一つのまちづくりの指針、例えば

建築指導等も市独自でできるというよう

な、そういう大きなメリットがあって地

方分権というのが言われてきたんですよ。

　それを８万都市でというのは、これは

やっぱり一つの行政の推進からいうと後

退だと思うんですけれどもね。その辺の

ところも一つ。

　夢の部分というのは総合計画にはなく

てはならない部分ですから、そういう意

味では、やっぱり今後の摂津の行方とい

うものは、もっと大きな夢を持った総合

計画というところも必要かなと思うんで

すけれども、その辺のところの考え方を

お聞きしたいと思います。

　それから、とにかく、この総合計画と

いうことは、これ、目的を達成するんで

すけれども、１０年先の目的を達成する、

１０年先にはどうなるかって、先ほども

議論があったんですけれども、それに、

今、協働という言葉をいろいろ言われて

おりますけれども、やはり、協働じゃな

くて、この摂津のまちづくりの牽引役、

一番主となるのは、やはり行政だと思う

んです。

　行政の中でも、特に職員さん、この職

員の皆さんに、この総合計画の周知徹底

というのはどういうふうな形で図ってい

くか。市民の皆さんにも周知徹底という

か、こういう計画ですよということで、

これ知らさなければならないと思うんで

すけども、市民というか、今、３万何千

戸あるんですけど、その方にこれを全部

配るのか、その辺のところを一つお聞か

せいただきたいなと思います。

　それと、もう一つは、この職員体制が

今でも何かしんどい、なかなか協働とい

うか、一つひとつの部課に分かれて、一

つにならないというのが行政だと思うん

ですけれども、今後、６６０人体制とい

うことですけれども、これで果たしてこ

の総合計画が推進できるのかというとこ

ろもちょっと懸念するところですので、

その辺のところを第１回目としてお聞か

せいただきたいと思います。

○三好義治委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、まず１
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点目、大阪府の動向なんかもしっかりと

見きわめる必要があるということ、また、

現在、地方分権に絡みましていろんな動

きがある中で、大阪都構想、ワン大阪と

いう動きがある中で、摂津市、一体今後

どのような方向に持っていくのかという

ようなことであったかと思います。

　これまで、いろいろ北摂地域の中でも

合併等の話もございました。北摂、一つ

大きな市になってはどうかというふうな

話もございましたけれども、その中で、

全国的にいいましても大阪府というのは

国が進めました平成の大合併の中でも合

併、実際にあったのは一つだけであった

と思います。堺市、美原町、これだけで

あったかと思います。

　そういう意味からしたら、ちょっと全

国的には非常に独自の道を行くというよ

うなところがあるのかなというふうには

思いますけれども、ということは、やは

り、その市、その市でやはりおのおの独

自に目指すべきところが、逆に言えばあ

るのかなというふうには思います。

　私ども、摂津市としましても、現在、

合併をするとか、大阪都構想、これにつ

いてどうのこうのというふうなことは一

切考えてはおりません。

　ことに、大阪都構想、ワン大阪という

ことにつきましても、これはあくまでも

地域政党の主張というふうに聞いており

ますし、大阪府からも何ら働きかけ、照

会等ございませんので、私どもとしまし

ては摂津市、今後とも一つの市として進

んでいきたいというふうに考えます。

　それから、総計の中で８万人というふ

うなことを見込むということについては、

ちょっと後退ではないかというふうなこ

とでございます。

　確かに、今まで第３次にわたる総合計

画の中で、第１次におきましては昭和６

０年の人口１２万４，８００人、第２次

におきましては平成１２年の目標１１万

人と、第３次では２２年１０万人という

ことで、やはり１０万人を相当意識した

という。

　もちろん、そのときどきの推計で１２

万なり１１万なりということが出てきた

と思いますけれども、これもあくまでも

見込むというふうなことでございました。

　今回、いろんな要素を盛り込んで推計

した結果８万人ということで、現状の８

万４，０００からは減少するという結果

は出ておりますけれども、私どもとしま

して、何も８万人を目指すわけではござ

いませんで、目指すということになれば、

やはり現状をしっかりと何とか維持をし

たいという気持ちを持っておりますし、

何とかこの分がふえれば、それに越した

ことはない。

　ただ、ふえたらふえただけ、それだけ

でいいのかと言ったら、それだけでは今

後のまちづくりは駄目であろうというふ

うに思います。

　税収の面にとってはふえたらふえたで

それでいいと思いますけれど、やはり、

先ほど申し上げましたとおり、どれだけ

やはりこのまちづくりにかかわっていた

だけるかということが今後、重要なこと

かというふうに考えております。

　そのような取り組みを全市を挙げて進

めてまいりたいというふうに考えており

ます。

　それから、摂津のまちづくり、牽引役

はやはり行政、しっかりと牽引をしなけ

ればならないということをおっしゃられ

ました。

　もちろん、すべての分野で協働と、今

回の総合計画のどこの分野でもやっぱり

協働というところを意識してと、念頭に

置いてということは言っておりますが、
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やはり、行政としてしっかりと牽引しな

ければならないところは、これは委員ご

指摘のとおりあると思いますので、そこ

のところはしっかりと内部で水平連携取

りながらやっていきたいと思います。

　職員への周知と、職員がこの総合計画、

これまた絵にかいたもちで、この冊子全

然見ないということであったら、これ何

の話かわかりませんので、これは私ども

からやるについては、やっぱり研修をしっ

かりとやるとか、研修でもやっぱり聞く

だけの研修ということではなくして、こ

のことを総合計画に言ってる協働を含め

て、どのようにこのまちに取り組んでい

くんだということをしっかりと職員のほ

うに認識をしてもらうと、させるという

ことについては、ここは重点的に取り組

んでいきたいというふうに思っておりま

す。

　また、市民さんへの周知ですね、これ

についてどのような形でということなん

ですけれども、もちろん３万数千単位に

対してすべてこの冊子をお配りするとい

うことはちょっとできませんけれども、

概要版なんかはつくりたいと思っており

ますので、これについては今回の総合計

画の要点を記したようなものを、これに

ついてはある程度の部数をそろえて、ちょっ

と全世帯ということになるかどうかはちょっ

とここでは言い切れませんけれども、何

とか多くの方に見ていただけるようなこ

とを考えたいというふうに思っておりま

す。

　また、市民さんへは特に協働に関して

はやはり実際の取り組み事例ということ

を発信していくことが、一番わかりやす

いのかなというふうに思いますので、実

際に今やってることもございます。この

ことなんかも含めて、わかりやすい形で

何とか市民さんのほうに発信していける

ようなことについても考えていきたいと

いうふうに思っております。

　それから、６６０人体制、これ、第４

次の行革で示しておる職員体制でござい

ますけれども、この体制でいけるのかと、

総合計画実行できるのかということでご

ざいます。

　実行できるのかというよりは、できる

かどうかというよりか、私どもは、やは

りこの６６０人でもってもやっていかな

ければならんというふうに思っておりま

す。

　これは、一人二役三役、三役まででき

るかどうかわかりませんけれども、その

部分については我々しっかりとやってい

きたいというふうに考えております。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　行革の関係の答弁

をさせていただきます。

　先ほど山口課長からありましたように、

６６０名でしていくということでござい

ます。その６６０名ということでござい

ますが、やはり第４次の行革の中には、

今後、民でできるものはより一層民でと

いうような項目もあり、その辺を一つず

つ実施しながら６６０名体制をつくり、

市民サービスの低下を招かないというこ

とを基本に取り組んでいきたいというふ

うに考えております。

○三好義治委員長　森内委員。

○森内一蔵委員　今、ご答弁をいただい

たんですけれども、しかし、この総合計

画というのは、本当に夢の部分が必要だ

と思います。

　今までの総合計画というのは、１０万

都市を目指して一つの独立した地方分権

を目指した摂津を目指そうという形で来

たと私は思っておるんです。

　その中では、今度８万という形になっ

てきますと、これは必然的にそうなるの
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は、そうかもしれませんけれども、やは

り、総合計画というのは目指すものは１

０万都市になるようなまちづくりをして

いかなければならないというのは、これ

が総合計画だと思うんですよ。

　だから、またこの次の会議の中でも言

いたいことはたくさんあるんですよ。や

はり一つひとつ積み上げていくものがな

かったら駄目。それから、１０年後には

こういうふうな形でと。

　何かこれを見てると、目標施策ばっか

りで、やはり、こういうものをつくり上

げたい、こういうふうな摂津にしたい、

それは夢の、一つのところをやっぱり何

らかの形で挙げていかなければならない

と。今のこういうふうな経済的に非常に

厳しい時代であればこそ、やはり摂津の

将来的な夢のまちづくりというのは必要

かなとは思うんですけれどもね。非常に

厳しいのはよくわかっております。

　それから、協働という言葉なんですけ

れども、この協働には、一つの限界があ

ると思うんですよ。

　例えば役割、それから区別、これをき

ちっと方向性をやっておかないと、市民

と行政が一丸となってやるというの、こ

れは理論上では、言葉の上ではできると

思うんですけど、相反するところがかな

りあると思うんです。

　その辺のところは、やはり一つの施策

を進めるのは、やっぱり行政主導、それ

から職員さんのこのやる気の部分がなけ

ればこの摂津というのは、牽引できない

と思うんですね。

　その辺のところで、何か協働協働とい

うことで皆さんに責任をなすりつけて、

みんなでやらなできへんでと。我々は皆

さんがやらへんからこのまちづくりもで

きひんねんというような、一つの後退理

論のような感じが、今聞いてるとあるん

ですね。そういうことのないように、一

つ、協働とは皆さんとともに、摂津のま

ちづくり、しっかりやっていこうという

ところで役割分担、それから一つひとつ

の区切りという、こういうことをやって

いこうというのはこれからが必要だと思

うんですね。これは実施計画の中で、一

つうたっていただきたいなと思います。

　それから、今までの総合計画の中では、

ローリングという言葉が出てきたんです。

これからの総合計画、１０年間ですけれ

ども、一つのローリングは、これ必要か

なと思います。

　先ほど言いましたけれども、ワン大阪

構想、これ、山口課長が言うてはったで

すけど、地方政党の、そういうのは聞き

入れませんよというようなことですけれ

ども、今後の動向というのは、本当に厳

しい状況になるかもしれません。

　そこのところ、一遍、副市長のほうか

らでも、市としてはこういう方向で行き

たいというようなところがあれば、一遍

お聞かせいただけたらなと思います。

　そういうことで、来年４月、どういう

ふうになるかというのは、ちょっと、今

の状況では、例えば、地方政党が国の一

つの政党として認められるような国会議

員が出てくれば、そのような形もありま

すから、そういうことで、ワン大阪とい

うのはいいのかどうか、これも一つの大

きな課題だと思います。

　それから、もう一つは職員さんの６６

０人体制ということなんですけれども、

今でもしんどい、これが６６０人となる

と、やはり民間委託というの、これ必ず

出てくると思うんです。その辺のところ

の民間の活力をいう形で総合計画の中に

もあることはあるんですけれども、やは

り、そういうところをどういうふうな形

でやっていくかというのは、ギブ・アン
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ド・テークの部分も一つ必要かなとも思

いますし、それと、優秀な人材をどうい

うふうに確保するかですよ。テストだけ

では駄目だと思うんです。

　それともう一つは、育成ですね、今の

職員さんの育成。優秀な人材をやっぱり

教育をしなければ育たないと思うんです。

そういう体制が取れるかどうかですね。

　そんなところに時間取れないと、とに

かく日常の業務に追われて、それどころ

やないというふうにならないように、今

後、やはり数を減らせばいいというんじゃ

なしに、やっぱり最低限の力で最高の行

政サービスができるというのが行政の役

割ですから。

　そのところもやっぱりきちっとやらな

ければならないと思うんですけれどもね、

その辺のところ、行革が市民サービスの

低下にならないようにというところをお

聞かせいただきたいと思います。

○三好義治委員長　羽原公室長。

○羽原市長公室長　協働における行政の

責任、果たすべき役割ということでござ

いますが、それはそのとおりでございま

して、協働ということを掲げたからといっ

て行政が市民の方に丸投げをするという

ことが可能とはゆめゆめ思ってはおりま

せん。やはり、行政としては一番市内に

おいてさまざまの方のニーズを集約をし、

国からの情報、府下の情報を持ち、財源

の裏づけを持ってる唯一の組織でござい

ますので、やはり行政は行政で責任を持っ

て一つの方向性を示していくと。このこ

とは、何も変わるものではなかろうと。

　ただ、これまででしたら、行政が責任

を持って金も人も用意をし、サービスを

提供するということで機能しておりまし

たが、そこのところは一つ市民の方も知

恵を出してください、協力をしてくださ

い、ともに汗をかいてください、知恵も

出してくださいという、そのところがや

はり新しい取り組みとしては進めていく

べきかなと。行政は決して丸投げをする

ということでは事は進まないだろうとい

うふうには思っております。

　あとは職員の育成ということでござい

ます。確かに、６６０人体制ということ

で職員を非常に厳しい財政状況の中で、

やはり少数精鋭化に持っていきたいとい

う取り組みを進めております。

　地方分権につきましても、今現在、府

との関係は動いておりますけれども、や

はりまだまだ市の役割がふえる可能性も

あろうかと思います。

　協働のみならず、新しい公共という考

え方の中にも、やはり、業務の外部化と

いうことは同時に内在しておるわけでし

て、すべての、今現在市が、職員がやっ

ている仕事は全部本当に市の職員がやら

んといかんのかという議論は、やはりす

べきだと思います。

　だから、民間の事業者に委託をするの

か、それともＮＰＯにお任せをするのか、

市民団体の方が担っていただける部分が

ないのか、そういうことの整理はもちろ

ん必要ですけれども、今現在、市の職員

がやってる仕事は全部市の職員が今後も

未来永劫やらないかんということではな

かろうと思いますので、そこのところは

やはり市が果たすべき役割ということで

きちっと考えていく必要があろうかなと

いうふうに思いますし、そういう議論を

踏まえる中で６６０人体制と協働の取り

組みとのバランスを取っていくというこ

とは必要かなというふうに考えておりま

す。

　また、そういう取り組みをする中で、

職員の考え方、能力もおのずと議論され、

引き上げられていくものかなというふう

に思っております。

－55－



○三好義治委員長　小野副市長。

○小野副市長　きょうの話しを聞かせて

もらっていまして、今後の取り組みにつ

きまして、若干考え方を申し上げたいと

思います。

　ことしの採用試験、第３次面接に出ま

した。確か摂津市職員が今、市外が６割、

市内４割であります。ここにそろってる

のも、多分、全員市外だと思います。１

人ぐらいはおりますけど。

　それで、私感じましたのは、ことし相

当市内の応募者を残しました。

　何を言いましたかと言いますと、悔し

いと言うんですね。大学行っててもどこ

へ行ってても、大阪行っても、摂津って

どこと言われたと。

　これが現実なんですよと。これ、市内

の受験生ですね、やっぱり、確かに。市

外の受験生はそんなん言ってないです。

市内の受験生はそのことを相当言いまし

た。悔しいということを言いましたです

ね。

　いわゆる顔がない、顔が見えないまち

というのがまだ続いてる。

　そのときに言った言葉で、やっぱり摂

津市駅があり、あそこのカーボン・ニュー

トラル、相当名が売れてますから、ああ

いう形をやっぱりもっと出していかない

限り、摂津市が前に出ていくことはない。

　京都の大学に行ってる子も摂津を知ら

ない、大阪行ってる子も知らないと言わ

れたことがショックなんだということを

熱く語ってくれた応募者がおりました。

　それで、私、思いますに、摂津市の一

体、長所は何なんだということですね。

それから、摂津の短所は何かということ

なんですね。

　ここのことをもう少し、庁内で議論し

出さないと、単にこのことだけで議論し

てもほんまもんになるんだろうかと。

　例えば、昼夜間人口差は府下２位にあ

りますね。例えば２万７，０００が出て

いって３万７，０００入ってこられる。

それで、市民所得は２００７年で府下の

中では摂津は３８位で、いわゆる北摂の

ところ、全部１、２、３、４、５は北摂

に入ってる。それで、能勢であっても３

５位だと。高槻は２０位。１番、箕面、

吹田、豊中、豊能、池田までが、これが

全部並んでるんですね。ところが、なぜ

地方交付税は不交付なんだということは

言わずもがなの問題であります。そうい

うことの一つの特性があり、それから市

内企業４，０００あったものが今３，７

００、これが約２５人か２０人未満の企

業が９０％、これも特徴であります。

　それから、今言います４市１町で１０

９万人がいます。それの、摂津市と島本

町が普通市、町であります。高槻は中核

市で、特例市もありますから、これも予

算の委員会で申し上げたんですが、豊中

は２４年に中核市に移行というものです。

　そういうことになりますと、私はこの

大阪都構想の中身の各市町村問題は、こ

れは微動だに動かない。

　すなわち、あれは隣接都市協議会で橋

下さんが見たということで、市長、これ

言うたと言ってました。これ、どこで決

めたのと。これ、隣都協という組織があっ

たんだよと。橋下さん、それも知らなかっ

たということでありますから、この隣都

協には豊中も入っとるし、吹田も入って

ます、摂津も入ってますし、茨木は入っ

てません、高槻も入ってません、守口は

入ってます。そういうものでありますか

ら、決してワン大阪というのは、これは

北摂の中で見ても、これ動けるわけがな

い。全く、それはそんな議論を積み重ね

ていわゆるやったものでは決してありま

せんので、私は橋下さんの唯我独尊言わ

－56－



れたというふうに言うても過言ではない

ということでありますが、これ議論にも

まだならないということであります。

　しかし、そういう中で、島本町は高槻

と合併の問題が出ております。そうする

と、１億２，０００万の人口があって、

もうすぐ９，０００万言われたときに、

私、日本ＪＣが三百諸侯と言うたのわか

る気がするんです、このごろ。

　というのは、３０万ですから、３０万

が３００あれば、これでもうすべて９，

０００万ですから約１億いきます。

　そうしますと、好むと好まざるとにか

かわらず、摂津市はそのあらしの中に入っ

てることは間違いないということだけは、

これは言える。

　だから、そういったことをいま一度、

この総計の基本構想の中で以前にもこれ

言われたことありますから、一体、長所

が何で、短所が何かということをもう一

遍きちっと整理をして、そこのところを

職員が思うたときに、ならば短所をどう

やって長所に向ける努力をするのかと。

　それが具体的にはその問題であり、こ

こに落とし込むということがなければ、

単にこれができたということで職員数の

ことばっかり言ってますが、私はやっぱ

り絵にかいたもちになりはしないだろう

かということを危惧してなりません。

　そういった意味では、いま一度、今お

聞かせ願った点も含めまして摂津が伸ば

すべきもの、受験生が言った顔がないま

ちというならば、顔があるまちにするに

はどうしていくのということ。３０万と

言われる中での一般市のこの中身で特例

市に囲まれてる市としてどうしていくの、

これが職員一人ひとりが本当に自分らの

ものになったときに、私はこれが動くん

だろうというふうに思いますので、そこ

の現実の長短所問題については以前もご

指摘いただきました。私、これ、物すご

く大事な視点だと思ってますので、その

ことをきょう聞かせてもらいまして、ま

た肌身で感じておりますので、一度そう

いうことも指示しながら、そういうこと

を職員のお互い共通理解の中でこの総計

を動かしていくということも一つの視点

であろうなというふうに感じましたので、

改めてそのことを申し上げておきたいと

いうことで申し上げております。

○三好義治委員長　森内委員。

○森内一蔵委員　今、副市長からお聞き

しまして、本当になるほどなということ

で。

　しかし、何か総合計画をもう一度やり

直さないかんというふうなことも考える

んですけど、しかし、改訂版というよう

な形で、総合計画の補足版というのを今

後考えて、今後の摂津のあり方というも

のを、長所、短所も含めてやるような、

出してもいいかなと思いますんで、その

辺のところは副市長のほうで一遍検討い

ただけたらなと思います。

　それから、地方分権なんですけれども、

権限移譲というのはあるんですけれども、

これは国のほうが権限移譲、移譲言いま

すけれども、財源なしの権限移譲という

のを考えてると思いますので、財源なし

の権限移譲と、これにはやはり反対して

いかなければならないと思いますので、

その辺のところを一つまた今後考慮に入

れていただきたいということをお願いを

しまして質問を終わります。

○三好義治委員長　今、森内委員の質問

の中で、改訂版もあるのかという発言が

ありました。

　これについては、改訂版ではなしに、

基本構想を実現するために、これから庁

内で議論していこうというのが答弁の趣

旨だというふうに理解しておりますので、
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理事者、それでよろしいですね。

森内委員もいいですね。

　ほか、よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　以上で、序論及び基

本構想第１章から第２章に対する質疑を

終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時１１分　休憩）

（午後３時１２分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会します。

　　　（午後３時１３分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　総合計画基本構想審査特別委員長

　　　　　　　　　　三 好 義 治

　総合計画基本構想審査特別委員

　　　　　　　　　　野 原 　 修
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